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公益通報者保護制度について

平成31年３月１日

消費者制度課企画官 大森崇利

１

所定の要件に該当する通報を
行った「公益通報者」を、解雇そ
の他の不利益取扱いから保護。
・解雇の無効
・不利益取扱いの禁止
・労働者派遣契約の解除の無効

食品偽装やリコール隠しなど、
消費者の安全・安心を損なう企業
不祥事が、事業者内部からの通報
を契機として相次いで明らかに。
そこで、公益通報者の保護を図

るとともに、国民の生命、身体、
財産の保護に係る法令の遵守を図
ることを目的として制定。
（平成16年6月公布、平成18年４月施行）

① 労働者（公務員を含む）が
② 不正の目的でなく
③ 労務提供先について
④ 通報対象事実（※）が
⑤ 生じ又はまさに生じようとする旨を
⑥ 所定の通報先に
⑦ 所定の保護要件を満たして通報
をした場合に公益通報者として保護

（※）刑法、食品衛生法、金融商品取引法、ＪＡＳ法、大気汚染
防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定
める対象法律（31年1月1日現在468法律）に規定する刑罰
規定違反

２．公益通報の対象 ３．公益通報者の保護１．公益通報者保護法の目的

事 業者

公益通報者
（労働者）

公益通報
（事業者内部への通報）

※内部通報制度

処分等の権限を
有する行政機関

行政機関への通報の保護要件
ア、イに加えて、
ウ通報内容に真実相当性があること

報道機関、消費者団体等
（被害の発生・防止等のた
めに必要と認められる者）

公益通報
（報道機関等への通報）

その他外部への通報の保護要件
ア、イ、ウに加えて、
エ 以下のいずれかの要件を満たすこと
ⅰ内部通報では不利益な取扱いを受けると信ずる
に足りる相当の理由がある場合
ⅱ内部通報では証拠隠滅のおそれがある場合
ⅲ労務提供先から内部及び行政機関へ公益通報を
しないことを正当な理由がなく要求された場合
ⅳ書面により労務提供先に公益通報をした日から
二十日を経過しても、調査を行う旨の通知がな
い場合又は正当な理由がなくて調査を行わない
場合
ⅴ生命・身体への危害が発生する場合

社内窓口
例．
・社内のコンプライ
アンス窓口
・社内のヘルプライ
ン 等

社外窓口
例．
・事業者が予め定め
た法律事務所
・民間専門機関
・事業者団体の共通
窓口 等

公益通報
（行政機関への通報）

内部通報の保護要件
ア 不正の目的の通報でないこと
イ 通報対象事実が生じ、又は生ずる
おそれがあると思料すること

国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法
律で、本法及び政令で定めた法律に違反す
る「犯罪行為」又は「最終的に刑罰につながる
行為」をいう。

公益通報者保護法の概要①
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公益通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益
を害することのないよう努めなければならない。

公益通報を受けた事業者は、是正措置を講じたときは、遅
滞なく、通報者に通知するよう努めなければならない。

① 公益通報を受けた行政機関は、必要な調査を行い、法令違反の事実があると認めるときは、法令に基づく
措置その他適当な措置をとらなければならない。

② 通報者が、処分権限等を有しない行政機関に通報したときは、その行政機関は、処分権限等を有する行政
機関を教示しなければならない。

本制度は、労働契約法第16条（解雇権濫用に関す
る一般法理）等の規定の適用を妨げない。

本制度は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由と
する労働者に対する不利益な取扱を禁止する他の法令の
規定の適用を妨げない。（解釈規定）

第六条 前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派遣労働者に対して解雇その他不利益な
取扱いをすることを禁止する他の法令（中略）の規定の適用を妨げるものではない。
2 前三条の規定は、労働契約法（中略）第十六条の規定の適用を妨げるものではない。
3 前条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。

（行政機関がとるべき措置）
第十条 公益通報者から第三条第二号に定める公益通報をされた行政機関は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象
事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

（他人の正当な利益等の尊重）
第八条 第三条各号に定める公益通報をする労働者は、他
人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努
めなければならない。

（是正措置等の通知）
第九条 書面により公益通報者から第三条第一号に定める公益通報
をされた事業者は、当該公益通報に係る通報対象事実の中止その他
是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を、当該公益
通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に
対し、遅滞なく、通知するよう努めなければならない。

（教示）
第十一条 前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない行政
機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告
等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。

公益通報者保護法の概要②
１．通報者の努力義務 ２．事業者の努力義務

３．行政機関の義務

４．一般法理による保護 ５．他の法令による保護

２

事 業 者
（行政機関を含む）

公益通報
（行政機関への通報）

公益通報
（その他外部への通報）

報道機関、消費者団体 等
（被害の発生・拡大防止のために

必要と認められる者）

・国の行政機関向けガイドライン

・地方公共団体向けガイドライン

＜外部の労働者等からの通報＞

（事業者の法令遵守の確保に資する）

民間事業者向けガイドライン

（民間事業者の法令遵守の確保に資する）

・国の行政機関向けガイドライン

・地方公共団体向けガイドライン

＜内部の職員等からの通報＞

（行政機関の法令遵守の確保に資する）

公益通報者保護法に基づく各種ガイドライン
＜公益通報の対象となる
法令違反行為＞

※ 国民の生命、身体、財産等の保護に
関わる法律で、本法及び政令で定めた
法律（平成31年１月１日現在、468
法律）に違反する「犯罪行為」又は
「最終的に刑罰につながる行為」

通報窓口

処分等の権限を
有する行政機関
（捜査機関を含む）

公益通報
（内部通報）

公益通報者
（労働者＜公務員を含む＞）

＜保護の内容＞
・解雇の無効
・不利益取扱いの禁止
・労働者派遣契約の解除
の無効

外部窓口

例．事業者があらかじめ
定めた法律事務所

等

内部窓口

例．社内のコンプライア
ンス窓口 等

３
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・平成16年６月 公益通報者保護法成立（平成18年４月施行）

・平成22年６月 消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
～平成23年２月 ⇒制度の運用状況等に関する更なる実態把握の必要性について提言。

（制度の運用状況等に関する実態調査、有識者等からの意見聴取等を実施）

・平成27年３月 「消費者基本計画」閣議決定
⇒公益通報者保護制度の「見直しを含む必要な措置の検討を早急に行った上で、検討結果
を踏まえ必要な措置を実施」する。

・平成27年６月 消費者庁「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」開催

～平成28年12月

⇒民間事業者向けガイドラインの改正（H28年12月）
国の行政機関向けガイドラインの改正（H29年３月)
地方公共団体向けガイドラインの策定（H29年７月）等を実施

・平成30年１月 内閣総理大臣の諮問を受け、消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
～同年12月 ⇒「公益通報者保護専門調査会報告書」を答申

・平成31年１月 消費者庁「公益通報者保護専門調査会報告書」に関する意見募集実施
～同年３月

・平成31年２月～ 内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）の開始

公益通報者保護制度の実効性向上（検討の経緯）

4

・更なる立法事実の蓄積を待って、今後、必要に応じて検討。

・対象となる法律を特定目的の法律に限定しない場合には、対象となる法律を列挙する方式を取りやめるべき。（※１）

・法制的・法技術的な観点から整理を行い、一定の分野の法律について、その性質等から公益通報者保護法の対象外とする必
要性があると考えられる場合には、対象外となる法律のみを列挙する方式（ネガティブ・リスト）を採用すべき。

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

5

・退職者を不利益取扱いから保護する通報者の範囲に含めるべき。

・保護の対象とする退職者の範囲については、期間制限を設けないことが望ましいが、退職後一定期間内の者に限定する場合に
は、法制的・法技術的な観点から整理を行い、実態等に照らして合理的な期間を設定すべき。

通
報
者
の
範
囲

（２）役員等

（３）取引先等

事業者

通
報
対
象
事
実
の

範
囲

（１）刑事罰の

担保による

限定

（４）条例

・役員等を不利益取扱いから保護する通報者の範囲に含めるべき。

・保護の対象とする役員等の範囲について、法制的・法技術的な観点から整理を行い、合理的な範囲の役員等を不利益取扱い
から保護する通報者の範囲に含めるべき。

・役員等の解任については、例えば会社法上の役員のように、根拠法において解任に理由が不要とされている例もあり、一律に
公益通報を理由とする解任を不利益取扱いとして位置付けることは、今後、必要に応じて検討。

・他の法令で正当な理由のない解任に対して損害賠償請求が予定されている場合には、公益通報を理由とする解任に対し、損害
賠償を請求することができることとすべき。

・今後、必要に応じて検討。

・最終的に刑事罰の対象とならない規制違反行為のうち、①法律の規定に基づく行政罰の対象となる規制違反行為の事実、②法
律の規定に基づく行政処分の対象となる規制違反行為の事実については、通報対象事実の範囲に追加すべき。（※１）

・過去に役員等であった者については、どのような保護要件を課すのかという点も踏まえ、今後、必要に応じて検討。

・過去に取引先等事業者であった者については、更なる立法事実の蓄積を待って、今後、必要に応じて検討。

・法目的による限定を外すことに賛成する意見が多かった。

・現行法でも「その他の利益」という広範な文言を含んでおり、実質的な限定として機能しているのか明らかでなく、まずは法目的
による限定がどのような意味を有するのかを精査した上で、法制的・法技術的な観点から整理を行うべき。

（２）法目的に

よる限定

（３）規定の

方式

（１）退職者

・更なる立法事実の蓄積を待って、今後、必要に応じて検討。

（４）役員等、

取引先等

事業者で
あった者

（５）その他の

通報者

Ｐ１３

Ｐ１４

Ｐ１５

Ｐ１６

Ｐ１６

Ｐ１６

Ｐ１７

Ｐ１８

Ｐ１８
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・現時点では、切迫性の要件を維持。

・緩和について、今後、必要に応じて検討。

○ 真実相当性の要件

・現時点では、真実相当性の要件を維持。

○ 特定事由

・事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合につき、客観的・外形的に判断可能な要件について法制的・法技術
的な観点から整理を行い、当該要件を特定事由に追加することで、おおむね合意。

・財産に対する危害のうち、例えば回復の困難性が認められるなど、一定のものについて、法制的・法技術的な観点から整理を
行い、第３条第３号ホにおいて保護の対象とすべき。

・現時点では、権限を有する行政機関に対する通報後一定期間が経過したにもかかわらず、当該行政機関が通報に対応しない
場合を追加する必要はない。

・これまでに集積された通報を裏付ける資料の収集行為に関する裁判例を整理・分析し、当該収集行為に関する責任の有無につ
いての実務上の運用の周知を進めるべき。

（２）３号通報

○ 退職者

・労働者のものよりも保護要件を加重する必要はない。

○ 役員等

・原則として事業者の内部で是正措置を前置することを保護要件とすべき。

・第３条第３号ホに該当する事由が存する場合には、例外的に内部での是正措置の前置を不要とすべき。

・同号ロに該当する事由が存する場合にも、内部での是正措置の前置を不要とすべきとの意見もあり、法制的・法技術的な観点
から整理を行い、適切に例外を定めるべき。

通報を裏付ける資料の

収集行為

外
部
通
報
の
保
護
要
件

・２号通報における真実相当性の要件を緩和すべきとのことで、おおむね合意。 （※１）

・１号通報の保護要件との差を維持しつつ、真実相当性の要件を他の要件に置き換えるか、又は一定の事由に該当する場合に
は真実相当性を不要とすることで、おおむね合意。 （※２）

・具体的な緩和の方法については、法制的・法技術的な観点から整理を行うべき。

切迫性の要件

（３）通報者の

範囲の

拡大

（１）２号通報

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

Ｐ１９

Ｐ２０

Ｐ２２

Ｐ２３

Ｐ２３ 6

・現時点では、一律に守秘義務を負わせる必要はない。

（２）外部通報

対応体制

・規模にかかわらず、外部通報対応体制の整備を義務付けるべき。

・①外部通報受付窓口の設置など、外部通報を受け付ける運用、②外部通報受付窓口を対外的に周知する運用、③通報者を特
定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用が機能するような体制の整備を求めるべき。

・新たに公益通報者保護法に基づき指針を策定することとし、当該指針の中で、上記①から③が機能する体制として考えられる
具体例を示すとともに、各行政機関ごとの事情に応じて柔軟な体制を取り得ることを示すべき。

通
報
体
制
の
整
備

守
秘
義
務

（１）１号通報

先

（２）２号通報

先

（３）３号通報

先

・公益通報に関する秘密や個人情報の漏えいが、公務員法上の守秘義務等、既に講じられている法律上の措置に抵触し得ること
を周知。

・公益通報者保護法でも守秘義務を課すことについては、更なる立法事実の蓄積を待って、今後、必要に応じて検討。

（１）内部通報

体制

○ 民間事業者

・民間事業者に内部通報体制の整備を義務付けるべき。但し、常時雇用する労働者の数が３００人以下の民間事業者については、
事務負担等を勘案し、努力義務とすべき。

・①内部通報受付窓口の設置など、内部通報を受け付ける運用、②内部通報受付窓口を組織内で周知する運用、③通報者を特
定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用、④公益通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを禁止す
る運用が機能するような体制の整備を求めるべき。

・新たに公益通報者保護法に基づき指針を策定することとし、当該指針の中で、上記①から④が機能する体制として考えられる
具体例を示すとともに、その組織ごとの事情に応じて柔軟な体制を取り得ることを示すべき。

・内部通報体制の整備義務を履行していない事業者に対する行政措置を導入すべき。

・通報を理由として通報者に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置と一体的に運用されることが想定されることに鑑み、行
政措置の種類は、同様に、助言、指導、勧告及び公表とすべき。 （※１）

○ 行政機関

・規模にかかわらず、内部通報体制の整備を義務付けるべき。

・通報窓口の担当者その他通報対応に関する業務に携わる者に守秘義務を課すことについては、現時点で様々な意見があるが、
まずは事業者における内部通報体制の整備義務として、通報者を特定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用を
求めること（事業者としての守秘義務）とし、担当者個人の守秘義務の法定については、今後、必要に応じて検討。

（参考）

・守秘義務の対象となる情報の範囲については、通報者個人を特定し得る情報とすることが考えられる。

・守秘義務を課すとしても、調査の必要性等との関係で適切に例外を設定することが考えられる。

・守秘義務違反に対して行政措置を行う仕組みや、刑事罰を規定することについては、実効性の確保等の観点から、今後、必要
に応じて検討。

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

Ｐ２４

Ｐ２８

Ｐ２９

Ｐ３１

Ｐ３１
7
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・２号通報の通報先を一元的窓口や権限を有しない行政機関へ拡張することは、今後、必要に応じて検討。

・外部通報対応体制の整備の具体的な方策も踏まえ、現行法の規定の範囲内で対応できるかどうかについて法制的・法技術的
な観点から整理を行い、対応できない場合には、権限を有する行政機関があらかじめ指定した者を通報先に加えるべき。

・現時点では、限られた行政資源の中で、一元的窓口における相談体制、情報提供の充実を図り、既存のＡＤＲの活用等によって
対応を図っていくべき。

不利益取扱いに関する

紛争解決手続

不利益取扱いに対する

行政措置

・不利益取扱いに対する抑止の観点から、通報を理由として通報者に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置を導入すべ
き。

・行政措置の種類としては、助言、指導を行うほか、重大かつ悪質な事案を対象に勧告を行い、勧告に従わない場合には公表を
行うことができることとすべき。 （※１）

・命令制度まで導入することについては、今後、必要に応じて検討。

・命令制度の導入を前提とした刑事罰（間接罰）を導入することについては、今後、必要に応じて検討。
不利益取扱いに対する

刑事罰

２号通報として

保護の対象となる

通報先の拡張

・各行政機関の通報窓口において引き続き通報を受け付けて対応する体制を維持しつつ、当該窓口を補完するものとして、行政
通報の一元的窓口を消費者庁に設置すべき。

・体制整備を図りつつ、以下の機能を担うべき。

（１）消費者庁の既存の事務であり、今後、機能を拡充するもの

① 公益通報に関する一般的な情報提供や相談対応については、これまでの公益通報者保護制度相談ダイヤルにおける対応
の一層の充実を図る。

② 引き続き、法の施行状況調査を実施し、地方自治体も含む通報件数や通報への対応状況を把握するほか、全府省庁の幹
部級職員を構成員とする連絡会議の枠組みを活用しつつ、体制整備や職員への周知等の取組のフォローアップを行う。

③ 公益通報を理由とする不利益取扱いを受けた者に対する情報提供や相談体制の充実を図るほか、公益通報者のニーズに
沿った紛争の解決に適した手続を説明する。

（２）一元的窓口として新たな機能を付与するもの

① 今後、権限を有する行政機関の特定が通報者にとって難しい通報事案については、通報者からの相談がなされた場合に、
一元的窓口が各行政機関と連携しつつ、権限を有する行政機関を特定し、通報者に教示する。

② 今後、行政機関の不適切な対応（不当に通報を受理又は教示しない場合、明白に通報を放置された場合、秘密情報を漏洩
された場合等）があった旨の通報者の苦情を受け付け、当該行政機関に事実関係を個別に確認するなどした上で、必要が
あると認めた場合、当該行政機関に注意喚起するなどして適切な対応を求める。

一元的窓口

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

Ｐ３２

Ｐ３３

Ｐ３４

Ｐ３５

Ｐ３５ 8

・通報から一定期間内に行われた解雇につき、当該解雇が通報を理由とすることの立証責任を事業者側に転換することについて
は、現時点で様々な意見があり、今後、必要に応じて検討。

（２）その他の

不利益

取扱い

・行政機関の負担の程度や、その負担に見合うだけの法令の遵守が図られるか等も踏まえ、今後、必要に応じて検討。

そ
の
他
の
論
点

（１）調査措置

義務の

対象

（２）通報者の

探索及び

通報妨害

（３）通報者へ

のフィード

バック

・通報者への通知を法的義務とすることについて、今後、必要に応じて検討。

・労務管理実務への影響の内容、程度等について、更なる検討が必要であり、今後、必要に応じて検討。

・通報者が、不利益取扱いから保護される要件を満たしている場合、通報したことを理由として損害賠償責任を負わないとする規
定を設けるべき。

・通報者の探索や通報妨害に関して別途規定を設けることについて、今後、必要に応じて検討。

通報行為に伴う

損害賠償責任

通報行為に伴う

刑事責任

・必要性や規定の内容について、更なる検討が必要であり、現時点では、通報行為に伴う刑事責任を免責する規定を設ける必要
はない。

（１）解雇立
証
責
任
の
緩
和

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 報告書（概要）

※１については、反対意見あり。※２については、一定条件を前提に合意する意見あり。詳細は、本文参照。

Ｐ３５

Ｐ３６

Ｐ３６

Ｐ３７

Ｐ３７

Ｐ３７

Ｐ３８

9
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社 員 ・ 派 遣 労 働 者 等

企業経営における内部通報制度の位置付け
内部通報制度とは、企業内部の問題を知る従業員から、経営上のリスクに係る
情報を可及的早期に入手し、情報提供者の保護を徹底しつつ、未然・早期に問
題の把握と是正を図ることで、自浄作用の発揮とコンプライアンス経営を推進
し、安全・安心な製品・役務の提供と企業価値の維持・向上を図る仕組み。

行政機関 消費者団体報道機関

ステークホルダー
（消費者、取引先、株主・投資家、従業員、

債権者、地域社会、行政機関 等）

制度の実効性
に高い関心

内
部
通
報
制
度
の
イ
メ
ー
ジ

ほか

職場内の不正を知る従業員
からの情報伝達のイメージ
不正の未然防止・早期発見に
よる自浄作用の向上により、
コンプライアンス経営推進・
企業価値の維持向上に寄与

内部通報制度以外の通報先

経 営 幹 部
（社長、取締役、監査役等）

社 外 窓 口
（弁護士事務所等）

社 内 窓 口
（企業倫理相談室等）

上 司

コンプライアンス担当責任者
コンプライアンス担当部署

通報
相談

通報
相談

対応
報告

通報
相談

通報
相談

報告
報告

対応
報告

対応
報告

対応
報告 報告

報告指示

10

内部通報制度の実効性に対する利害関係者の関心度

86
%

11

82
%

89
%

実効性の高い内部通報制度を
整備している企業の

商品・役務を購入したい
と回答した者の割合

実効性の高い内部通報制度を
整備している企業と
取引したい

と回答した事業者の割合

実効性の高い内部通報制度を
整備している企業に
就職・転職したい
と回答した者の割合

多くの消費者・事業者・労働者が、自らと関係を有する事業者の内部通報
制度の実効性に高い関心を有している。

信頼を獲得し、企業価値の維持向上を図るためには、内部通報制度の
実効性を高め、ステークホルダーに証明していくことが必要。

（1,436／1,607社） （2,451／3,000人）（2,568／3,000人）

出典:「平成28年度労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査報告書」

「平成28年度 民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」 （消費者庁）

-6-



コーポレートガバナンスコード改訂への意見に対する考え方(抜粋 ) (東京証券取引所 2018年６月)

“原則２－５が求める「内部通報に係る適切な体制整備」に当たっては、…「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度
の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」（消費者庁２０１６年１２月９日）を踏まえることが考えられます。”

消費者委員会意見 （2013年7月23日）
“内部通報制度を導入するインセンティブとして（中略）新たな規格・認証制度を整備して内部通報制度導入の促進”
世界一安全な日本創造戦略 （2013年12月10日閣議決定）
“公益通報者保護法の趣旨を踏まえ（中略）内部通報制度の整備導入を促進する”
安倍総理大臣答弁 （2014年２月12日衆・予算委）
“政府としては、今後とも、公益通報者保護制度の意義について事業者等に周知をして適切な運用を図（る）”
日本再生ビジョン （2014年５月23日自由民主党日本経済再生本部）
“内部通報制度の充実やその活用に向けた制度の構築が（中略）必要”
消費者基本計画 （2015年３月24日閣議決定）
“制度の見直しを含む必要な措置の検討を早急に行った上で、検討結果を踏まえ必要な措置を実施する”

「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」最終報告書 （2016年12月消費者庁）

“実効性のある内部通報制度を整備・運用している事業者においては、従業員等からの警鐘が早期に経営陣等に届き、自

浄作用により問題が未然防止・早期発見される可能性が高いといえる。このため、当該事業者では、消費者や取引先に提

供される製品・サービスは安全・安心である可能性が高く、不祥事に起因する経営不振等も生じ難い”

“ガイドライン等にのっとった適切な取組を行う事業者を認証等し、消費者、取引先、株主等のステークホルダーからの評価・

信頼の向上につなげることによって、事業者のインセンティブを高め、自主的な取組を促進する”

“実効性のある内部通報制度を整備・運用している事業者が高く評価され、消費者・取引先からの信頼、企業ブランドの向上、

金融市場からの評価、公共調達における評価、優秀な人材の確保等につなげていくことができる社会経済環境を醸成して

いくことが必要である”

認証制度導入に係る政府決定等

消費者基本計画工程表 （2017年６月消費者政策会議（会長内閣総理大臣）決定）
“最終報告書（中略）を踏まえ、（中略）内部通報制度に係る認証制度（中略）を可及的速やかに実施する”
※これを受け、認証制度の仕組み、審査基準の在り方等について検討するため、平成29年度に有識者検討会を開催（平成29年度調査委託事業）

経済財政運営と改革の基本方針201 8（骨太方針） (2018年６月閣議決定 ）
“消費者の安全・安心を確保するため…内部通報制度に係る認証制度の導入による事業者のガバナンスの強化等を図る”

12

内部通報制度認証（ＷＣＭＳ認証）の概要
消費者基本計画工程表〔2017年６月消費者政策会議（会長 内閣総理大臣）決定“内部通報制度

に係る認証制度（中略）を可及的速やかに実施する”〕骨太方針〔2018年６月閣議決定“内部

通報制度に係る認証制度の導入による事業者のガバナンスの強化等を図る”〕等に則り、ガイ
ドラインに準拠した優れた内部通報制度を整備・運用する企業を高く評価する認証制度を導入
（2019年２月12日「自己適合宣言登録制度」申請受付開始。2019年度以降に「第三者認証登
録制度」を導入予定。）

認証取得をアピール

策
定

準拠

消費者

取引先

株主・投資家・
金融機関

行政機関

従業員
求職者

ガイドライン
等

ステークホルダー

地域社会

登
録
・
認
証

申
請

評価・信頼

周知広報 民間事業者

・製品・役務の信頼向上
・企業ブランドの向上
・市場からの高い評価
・公共調達での高い評価
・優秀な人材の確保 等

周知広報

内部通報制度を積極的
に活用したコンプライアン
ス経営の実践
→ 安全・安心の向上

第三者機関
(公益社団法人
商事法務研究会 )

・自浄能力の高さ
・風通しの良さ
・持続可能性の高さ
・製品・役務の安全性
等をアピール

内部通報制度を活用し
たコンプライアンス経営
の実践

2016年度に抜本改正
（内容を大幅拡充） ガイドライン等を基に各企業が内部通

報制度を整備・運用

一定以上の取組を行う優良企業を認証

消費者・投資家等のステークホルダー

が認証取得企業を高く評価

各企業における一層充実した取組を促

進

期待される効果

好
循
環

企業価値の向上
消費者等の安全・安心の向上

13
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内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）とは

内部通報制度は、事業者のコンプライアンス経営を推進し、 安全・安心
な製品・サービスを提供することによって企業価値の向上を図るという、
企業の内部統制およびコーポレート・ガバナンスの重要な要素です。

この内部通報制度を適切に整備・運用している事業者は、 社会的に高く
評価され、消費者や取引先から信頼されて、 企業ブランドの向上、ひい
ては金融市場や公共調達からの高い評価、 優秀な人材の確保等につなげ
ていくことができます。

内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）とは、 事業者が自らの内部
通報制度を評価して、 認証基準（１）に適合している場合、 当該事業
者からの申請に基づき指定登録機関がその内容を確認した結果を登録し、
所定のWCMS（２）マークの使用を許諾する制度です。

（１）「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライ
ン」（平成28 年12 月９日消費者庁）に基づく内部通報制度認証基準
（２）WCMS：Whistleblowing Compliance Management System

出典：内部通報制度認証ウェブサイト 14

自己適合宣言登録までの主な流れ

②空欄や添付書類不備等のチェック

④申請書類の記載内容等の確認

⑤確認結果の通知

⑥登録証送付、WCMSマークの使
用承認等

①登録申請（申請書類等の提出）

③登録申請料の納付

登
録
を
希
望
す
る
事
業
者

指
定
登
録
機
関

・登録申請の申し込み
自己適合宣言の登録を希望する事業者は、登録手続に関する約
款を確認・承認のうえ、所定の申請様式（MSエクセル形式）
に必要事項を入力し、必要な電子ファイルを添付して指定登録
機関に申請します。

・申請書類の不備のチェック
指定登録機関は、申請書類の記載又は添付不備のチェックを行
い、必要があれば再提出や修正を依頼します。

・登録申請料の納付
上記のチェックが終わった事業者は、所定の登録申請料を指定
登録機関からの請求に基づいて納付します。指定登録機関は、
納付が確認できた後に、申請書類の記載内容の確認手続に入り
ます。

・申請書類の記載内容等の確認
指定登録機関は、必要に応じ、申請書類又は添付書類の記載内
容の確認や補正等を申請者に求めます。

・確認結果通知、登録証の送付、WCMSマークの使用承認等
指定登録機関は、確認が完了した申請者に対して、登録証を送
付するとともに、WCMSマークの使用を認め、登録事業者名等
を所定のウェブサイトにおいて公表します。

※登録の更新について
自己適合宣言の登録の有効期間は１年です。更新を希望する事
業者は、有効期間満了日の45日前までに更新申請をする必要
があります（更新申請は、有効期間満了日の75日前から行う
ことができます）。

自己適合宣言登録の手順の概要

出典：内部通報制度認証ウェブサイト 15
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ご清聴ありがとうございました
消費者庁「公益通報者保護制度相談ダイヤル」
０３－３５０７－９２６２
（平日９：３０ １２：３０、１３：３０ １７：３０）

公益通報者保護制度ウェブサイト
http://www.caa.go.jp/planning/koueki/index.html

この契約、何かおかしい・・・と思ったら、こちら
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東京三会公益通報者保護協議会シンポジウム

公益通報制度の新次元
 いよいよ実現に動き出した法改正と認証制度による差別化 

平成３１年３月１日（金）１８：００ ２０：００
場所：弁護士会館３階 ３０１号室

公益通報者保護法制定後の経過2

2004年6月18日 公益通報者保護法の公布
同 附則第２条 「施行後5年を目途」見直し。

衆参両院の附帯決議にも明記。
2006年4月1日 公益通報者保護法の施行
2009年9月

2011年8月 内閣府消費者委員会の第一次専門調査会（前半）
2015年6月

2016年12月 消費者庁の検討会（※別にワーキング有り）
2018年1月 12月 内閣府消費者委員会の第二次専門調査会（後半）

⇒現在，施行から「約13年弱」。しかし，制度改正は皆無！
⇒もう議論・情報集約・検討は十分過ぎるのでは？

-11-
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公益通報者保護制度の負のスパイラル
 公益通報者保護法改正はなぜ前に進まないか 

3

法律の使い勝

手が悪い

利用されて

いない

立法事実がな

い

改正を必要とす

る根拠に乏しい
改正が進まな

い

※NACS東日本支部コンプライアンス経営研究会「公益通報者保護法・通
報処理制度の活用に向けて― 私たちにできることは何か ―」より引用。

一連の不祥事事例の分析から分かる４つのこと4

1.公益通報者保護法施行（2006.4）以降も不祥事事例の件数減少無し。
⇒公益通報制度の現状は不祥事事例に対する十分に有効な抑止手段た
り得ていない。

2.しかし，一定件数の不祥事摘発は，公益通報を発覚の端緒としている。
⇒公益通報制度それ自体が，「役に立たない」，「無効」ということ
ではない。

3.不祥事事例の多数が数年以上の「長期継続事案」であり，その間，発
見されて来なかった，あるいは「認知されつつ放置」の事例。⇒事業
者による既存の自主的な内部統制システムだけでは限界があることが
明らか。

4.不祥事事例の中で公益通報を端緒とする事案では，通報者に対する報
復的な不利益処分と疑われるケースが少なからず存在している。
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公益通報者保護法改正を巡る３つの視点5

１．労働者・一般市民・消費者等の視点。
⇒通報者の徹底した保護による抜本的な執行力強化。

２．私企業・行政・その他の団体（事業者）の視点。
⇒費用と人手（中小企業），社会的名誉，濫用懸念等。

３．公益通報者保護制度の有効活用の視点。
⇒公益通報制度を最も有効に機能させて違法行為の早期発
見・早期是正・組織体制の改善に結び付ける。
⇒そこには，本来，社会的立場による利害対立は無い。
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スライド 6

宮城1 宮城 朗, 2019/02/09

適正な通報処理フローのボトルネック（阻害要因）7

⇒上記それぞれの段階にボトルネックの存在が想定され，対策が必要。

１．通報者（予定者）段階
⇒秘密漏洩・不利益処分の懸念，客観的証拠・法的判断能力の不足。
周知・広報の不足等。

２．内部・外部の通報窓口段階
⇒秘密漏洩リスク（意識・無意識），証拠確保，重要性の判断ミス等。

３．実際の通報処理を行うコンプライアンス部門の段階
⇒社内の他部門や上層部との独立性・中立性の不足，十分な調査権限

の不足，迂闊な調査方法による秘密漏洩リスク，調査・評価の能力不足，
重要性の判断ミス等。
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8

４．調査対象事実の関連部局段階
⇒調査協力の拒否・懈怠，証拠隠滅リスク，不利益処分リスク等。

５．代表者・役員・上層部段階
⇒違法実態の過小評価による放置，コンプライアンス意識の希薄さ，公
益通報制度の重要性の軽視等による誤った経営判断，法的・社会的責任追
及回避，社会的非難回避，自身の個人責任追及回避等々。

６．原因究明・再発防止段階
⇒原因究明なき事案処理では，将来的な同種事案，類似事案の発生リス
クを抑止できないモグラ叩き。

証拠収集場面のジレンマ（通報予定者）9

実態解明の
ための客観
的証拠収集
の必要性

社内資料持
ち出しによ
る民事・刑
事責任追及
や不利益処
分リスク
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守秘義務で保持されるべき秘密の範囲は？11

通報者を特定する氏名・住所・所属部署だけ守ればよい？
⇒いやいやいや・・・

１．事案の特定が直ちに通報者特定に結びつくリスク。
⇒あの案件で上司に反対していたのはアイツだ！
⇒ある程度，調査範囲を広く取った網掛け調査等の工夫。

２．客観的証拠資料の内容自体も通報者特定に結びつくリスク。
⇒このメールを受信していたのはCCのアイツらだ！
⇒この資料にアクセスできたのはアイツだけだ！

３．通報対象事実を特定してしまう情報漏洩リスク。
⇒違法事実の揉み消し，証拠隠滅，口裏合わせ，恫喝・・・。
⇒抜き打ち調査，周辺から徐々に外堀を埋める等の工夫。
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３種類の通報ルートの違い12

公益に反する
事実

（違法行為）

労働者等

事業者等への
内部通報
（１号通報）

行政機関への
通報

（２号通報）

その他外部への
通報

（３号通報）現
認

徐々に通報者に求められる
通報要件のハードルが高く

（※NACS東日本支部コンプライアンス経営研究会「公益通報者保護法・通報処理制度
の活用に向けて― 私たちにできることは何か ―」の図３を参考に一部改変。）

３つの通報ルートにおける通報要件の整理（現行法）
※NACS東日本支部コンプライアンス経営研究会「公益通報者保護法・通報処理制度の活用に向けて― 私たちにで
きることは何か ―」の表１を参考に一部改変。）

13

通報先 保護要件

事業者内部
（１号）

《不存在》

不正の利益を
得る目的

他人に損害を
加える目的

その他の不正
の目的

通報対象事実が生じ，
又はまさに生じようと
していると
思料すること

行政機関
（２号） 通報対象が生じ，又は

まさに生じようとして
いると
信ずるに足りる相当の
理由があること。
（真実相当性）

イ．解雇その他の不利益取扱いを受ける
と信ずるに足りる相当の理由。
ロ．証拠隠滅，偽造・変造が為されると
信ずるに足りる相当の理由。
ハ．正当な理由無き通報の中止要求。
ニ．内部通報後，20日経過後の調査不実
施または実施予定の通知無し。
ホ．個人の生命・身体の危害発生，又は
その発生の窮迫した危険があると信ずる
に足りる相当の理由。

その他
事業者外部

（マスコミ・
消費者団体等）
（３号）
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PDCAサイクルと認証制度

PLAN（システム構築）

ACTION（システム改善） DO（システム運用）

CHECK（機能再チェック）

14

自己適合宣言登録制度はＰ・Ｄ。／第三者認証はＣ・Ａ

15
出典：
消費者庁・平成28年度「民間事業者におけ
る内部通報制度の実態調査報告書」

従業員数300名以下の中小
事業者における制度導入比
率はまだまだ・・・。
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16
出典：
消費者庁・平成28年度「民間事業者におけ
る内部通報制度の実態調査報告書」

制度自体は導入しても，
従業員等が知らなければ
どうにもならない・・・。

17 出典：消費者庁・平成
28年度「民間事業者に
おける内部通報制度の
実態調査報告書」

社内周知の努力は全体的にまだまだ・・・。
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18 出典：消費者
庁・平成28年度
「民間事業者に
おける内部通報
制度の実態調査
報告書」

窓口自体は形式的に設置されていても，運営方法の規定が未整備では・・・。

19

出典：消費者庁・平成28年度「民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」

窓口設置・規定整備の形式が整っても，運用実態が貧弱では・・・。
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20

出典：消費者庁・平成28年度「民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」

このような貧弱な体制の下でも，内部通報は不正発見の端緒としてトップ！

認証マークの意味とメリット21

認証マークを取得した事業者にはどのようなメリット
が想定される？
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2018年12月31日現在
NACS 東日本支部 コンプライアンス経営研究会　大塚喜久雄不祥事まとめ　2015-18年

可能性のある
期間

不正の疑いの
ある期間

不正が潜在して
いた期間

不正が明らかにされたが
対応が遅れた期間

1/4

-23-
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No. 件名

25

日産自動車
有価証券
　報告書の
　虚偽記載

24
日立化成
検査データ
　不正

23

KYB
免震・制振装置
　検査データ
　改ざん

22
東京医科大
　不正入試

21
スバル
完成車検査
　不正

20
ヤマト
引越料金
　　過大請求

19
スルガ銀行
不正融資

18
川崎重工
新幹線車両
　台車枠 き裂

17
東レ子会社
検査データ
　改ざん

15
神戸製鋼
検査データ
　改ざん

14
日産自動車
無資格従業員
　検査

三菱マテリアル
　　　子会社
検査データ
　改ざん

16

(*25.1)
(*25.2)
(*25.3)
(*25.4)
(*25.5)
(*25.6)
(*25.7)

朝日新聞DIGITAL 2018.11.19 「日産のカルロス・ゴーン会長を逮捕　報酬過少申告の疑い」
日本経済新聞 電子版 2018.11.23 「ゴーン元会長、未記載８年で80億円か 日産、役員報酬修正も」
日本経済新聞 電子版 2018.11.20 「日産株価急落、個人投資家に不安広がる」
朝日新聞DIGITAL 2018.11.21 「『やばい案件がある』 捜査協力選んだ日産幹部たち」
REUTERS 東京外為市場ニュース 2018.11.23 「日産、ゴーン代表取締役会長の解任を決定＝臨時取締役会」
毎日新聞電子版 2018.11.24 「証券監視委  日産に課徴金を検討　罰金と両立も」
NHK NEWS WEB 2018.11.25 「ゴーン前会長の逮捕 ３月ごろから少数で極秘の内部調査」

1
1
1
3
2
2
2 12

(*24.1)
(*24.2)
(*24.3)
(*24.4)

朝日新聞DIGITAL 2018.11.3 「日立化成、不正１０年以上か　社長『甘えた文化あった』」
日本経済新聞 電子版 2018.11.2 「日立グループの『名門』に傷　日立化成、不正拡大」
朝日新聞DIGITAL 2018.6.30 「日立化成、検査で不正　産業用蓄電池、虚偽の品質データ」
日本経済新聞 電子版 2018.11.22 「日立化成、社長ら報酬減額　品質不正報告書を公表」

2
1
2
1

6
(*23.1)
(*23.2)
(*23.3)
(*23.4)
(*23.5)
(*23.6)

朝日新聞DIGITAL 2018.10.17 「KYBと子会社、出荷総数7割で改ざんか『時間かかる』」
日本経済新聞 電子版 2018.10.19 「KYB不正問題、東北の自治体にも困惑広がる」
週刊東洋経済 2018.10.29 「KYB、免震・制振不正ダンパー1万本の巨大衝撃」
日本経済新聞 電子版 2018.10.23 「川金HD子会社も免震データ改ざん　免震制御装置」
日本経済新聞 電子版 2018.11.5 「KYBの4～9月、最終赤字100億円　ダンパー改ざんで」
東京新聞TOKYOWeb 2018.10.27 「KYBデータ不正 免震改ざん6病院でも 建物名18件公表」

2
1
2
1
1
1 8

(*22.1)
(*22.2)
(*22.3)
(*22.4)
(*22.5)
(*22.6)
(*22.7)
(*22.8)
(*22.9)

学校法人東京医科大学第三者委員会 第一次調査報告書（平成29年度及び平成30年度入試の検証報告と是正措置の提言）（公表版） 2018.10.22  P23-27 「平成２９年度及び平成３０年度医学科入試における問題行為」
学校法人東京医科大学内部調査委員会 調査報告書（公表版） 2018.8.6 P16-19 「認定した事実―平成29年以前の入試における悪しき慣行」
朝日新聞DIGITAL 2018.11.8 「東京医大、『本来は合格』１０１人　追加入学６３人まで　不正入試２年分」
朝日新聞DIGITAL 2018.7.6 「東京医大、一度落選後に事業選定　前局長の働きかけ焦点」
日本放送ウェブ版 2018.7.5 「文科省局長逮捕～きっかけは内部告発か」
日本経済新聞 電子版 2018.8.27 「医学部合格率、女子が7割強で低く　2次試験の影響大」
NHKオンライン解説委員室 2018.8.7 「東京医大　なぜ入試で『女性差別』」（時論公論）
朝日新聞DIGITAL 2018.7.24 「文科省の前局長を収賄罪で起訴　東京医科大入学巡る汚職」
読売新聞 YomiDr. 2018.9.22 「東京医大に受験料返還要請…消費者機構日本　１７、１８年不合格女子ら対象」

5
3
1
3
3
2
4
1
1 24

(*21.1)
(*21.2)
(*21.3)
(*21.4)
(*21.5)
(*21.6)

株式会社ＳＵＢＡＲＵ 2018.9.28 「当社群馬製作所の完成検査における不適切な取扱いに関する徹底調査の結果について」
日本経済新聞 電子版 2018.9.28 「スバル、ブレーキ検査も不正 燃費改ざん1900台に」
朝日新聞DIGITAL 2017.10.28 「無資格検査、３０年以上　スバル、社長が謝罪　２５万台超リコールへ」
朝日新聞DIGITAL 2018.9.29 「『安全』ブランド、失墜　スバル不正、２０年以上横行か　報告書『悪質な検査違反』」
長島・大野・常松法律事務所 完成検査における不適切な取扱いに関する調査報告書 2018.9.28 P1-7 「調査の概要」
朝日新聞DIGITAL 2018.11.5 「スバル、１０万台を追加リコール　今年製造分も不正か」

2
1
1
3
7
1
15

(*20.1)
(*20.2)
(*20.3)
(*20.4)
(*20.5)
(*20.6)

朝日新聞DIGITAL 2018.7.24 「ヤマト引っ越し、過大請求 法人客8割に計17億円」
時事ドットコムニュース 2018.8.30 「ヤマト過大請求、20年前にも＝NTT東が被害、数千円返金－引っ越し不正で」
朝日新聞DIGITAL 2018.7.27 「ヤマト引っ越し過大請求『不正は組織的』 元支店長証言」
日本経済新聞 電子版 2018.9.1 「ヤマト過大請求、一部組織ぐるみ　報告書『倫理が欠如』」
日経ビジネスオンライン 2018.9.5 「起こるべくして起こったヤマト過大請求 目覚めよサプライチェーン」
ヤマトHD・YHC ニュースリリース 2018.8.31 「法人のお客さまの社員向け引越サービスにおける不適切な請求に関する調査委員会による調査結果、および再発防止に向けた今後の対処について」

1
1
1
2
4
5
14

(*19.1)
(*19.2)
(*19.3)
(*19.4)
(*19.5)
(*19.6)
(*19.7)

スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査結果要旨 2018.9.7 P1-4 「個別の不正行為等」
朝日新聞DIGITAL 2018.6.27 「スルガ銀、シェアハウス問題で新組織　オーナーと協議」
日本経済新聞 電子版 2018.4.18 「スルガ銀の株価が急落　19％安、シェアハウス投資トラブル巡り」
スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書（公表版） 2018.9.7 P26-28 「スマートライフに対する告発」
朝日新聞DIGITAL 2018.9.7 「スルガ銀役員らの不正関与を認定 会長・社長は退任」
日本経済新聞 電子版 2018.10.31「西武信金に立ち入り検査へ　金融庁、不動産ローンで」
日本経済新聞 電子版 2018.11.13 「スルガ銀社長に株主代表訴訟へ　シェアハウス所有者の弁護団表明」

4
1
1
3
1
1
1 12

(*18.1)
(*18.2)
(*18.3)
(*18.4)
(*18.5)
(*18.6)
(*18.7)

日本経済新聞 電子版 2017.12.19 「亀裂、あと３センチで破断　新幹線のぞみ台車  ＪＲ西日本『信頼裏切った』」
産経ﾆｭｰｽ 電子版 2018.3.1 「【新幹線台車亀裂】 『疲労破壊』が原因、川重が鋼材削り強度不足に JR西」
朝日新聞DIGITAL 2018.3.2 「台車の削り、最薄3.9ミリ 設計寸法は8ミリ 新幹線亀裂」
川崎重工業株式会社 2018.2.28 「N700系新幹線車両台車枠について」
東洋経済ON LINE 2018.4.2 「JR西『東海への遠慮』が台車トラブルを拡大？ 新幹線台車亀裂の『遠因』を有識者会議が言及」
朝日新聞DIGITAL 2018.3.9 「川重の新幹線台車交換へ　JR東海は他社製に、西は継続」
日本経済新聞 電子版 2018.4.26 「川崎重工、長引く新幹線の台車問題」

2
1
1
4
3
1
1 13

(*17.1)
(*17.2)
(*17.3)
(*17.4)
(*17.5)

東レ株式会社 有識者委員会 調査報告書 2017.12.25 P14「問題判明の経緯」 P16「調査(第一段階）」
日本経済新聞 電子版 2017.11.28 「東レもはまった『特採』のワナ データ改ざん底なし」
日本経済新聞 電子版 2017.12.2 「品質不正２社長、引責辞任 三菱電線と東レ系」
東レ株式会社 2017.12.27 「有識者委員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」
朝日新聞DIGITAL 2018.9.12 「クボタ、製品の検査で不正 成績書に虚偽の数値を記入」

2
2
1
1
1 7

(*15.1)
(*15.2)
(*15.3)
(*15.4)
(*15.5)
(*15.6)

朝日新聞DIGITAL 2017.10.8 「神戸製鋼、アルミ部品など強度改ざん 200社に出荷」
毎日新聞電子版 2017.10.20 「神戸製鋼不正 根深い隠蔽体質 副社長『信頼大きく失墜』」
朝日新聞DIGITAL 2017.10.16 「最終関門の品質保証担当まで積極改ざん 神鋼不正品問題」
朝日新聞DIGITAL 2017.10.24 「神鋼、発電所計画に影響 損害賠償の動きも データ改ざん」
朝日新聞DIGITAL 2017.10.27 「（時時刻刻）神鋼、先見えぬ検証　『出荷先８割で安全確認』１年分のみ」
日経ビジネス 2016.12.12 P36 「謝罪の流儀 一夜明ければ社会の敵に」

1
3
1
1
3
1 10

(*14.1)
(*14.2)
(*14.3)
(*14.4)
(*14.5)
(*14.6)
(*14.7)
(*14.8)
(*14.9)

東京新聞TOKYOWeb　2017.9.30  「日産６万台販売停止 21車種 無資格検査」
毎日新聞電子版 2017.10.7 「日産 116万台リコール 遠い信頼回復 検査偽装、常態化か」
フジテレビ 2017.10.21 「日産『内部告発』で発覚・不正継続で出荷停止」
朝日新聞DIGITAL 2017.10.2 「日産、121万台リコールへ 費用は250億円以上か」
日本経済新聞 電子版 2017.10.18 「日産、法令順守浸透せず　無資格検査が発覚後も続く」
朝日新聞DIGITAL 2017.11.8 「日産、検査員試験でも不正　「一部はわざと間違えろ」
朝日新聞DIGITAL 2017.11.5 「日産、検査態勢是正で生産大幅減　半減になる工場も」
日本経済新聞 電子版 2017.11.17 「栃木工場では79年から　日産、無資格検査で報告書」
産経ﾆｭｰｽ 電子版 2017.11.15 「日産６工場のＩＳＯ取り消し　国内向け生産が対象」

1
2
1
2
１
2
2
1
1 13

枚数

6
5
1
1
1
1
1
1
1 19

(*16.1)
(*16.2)
(*16.3)
(*16.4)
(*16.5)
(*16.6)
(*16.7)
(*16.8)
(*16.9)

西村あさひ法律事務所 調査報告書（若松製作所における不適合品の出荷に関して） 2017.12.27 P14-15,20-21「開始時期」 P15-16,21-22「関係者の認識」
西村あさひ法律事務所 中間調査報告書（箕島製作所におけるシール製品等の品質管理体制の実態について） 2017.12.27 P15-16「開始時期」 P16-17,23「上層部の認識」 P24「MMCによるMCIに対する品質監査」
朝日新聞DIGITAL 2017.11.24 「三菱マテ系２社が不正　航空機・車の部品、品質偽る」
日本経済新聞 電子版 2017.11.24 「三菱マテ系の品質不正　ボーイングとエアバスが調査」
朝日新聞DIGITAL 2017.11.30 「三菱アルミニウムもデータ改ざん　静岡の工場出荷品」
朝日新聞DIGITAL 2017.12.28 「データ改ざん『指南書』存在 三菱マテ子会社、中間報告」
日本経済新聞 電子版 2017.12.2 「品質不正２社長、引責辞任 三菱電線と東レ系」
朝日新聞DIGITAL 2018.1.13 「三菱アルミ、ＪＩＳ認証取り消し　アルミ板など２製品」
朝日新聞 2018.3.29朝刊 「品質不正70年代から 三菱マテ系出荷先延べ825社 最終報告書」

出典
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No. 件名 主な内容 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 いつから 被害 発覚の時期 発覚の経緯 分類 情報FIXの時期
前後で発覚した
関連の不祥事

事業者の
具体的損失

13
電通
社員過労死

社員の違法残業を防ぐ処置を
怠り、過労により自殺(*13.1)

常態化(*13.1)
1991年8月過労自殺で
電通の責任認定
2014年6月大阪支社、
2015年8月東京本社
に是正勧告(*13.2)

【社員】
過労死
(*13.1)(*13.2)

2016年10月
(*13.1)
(*13.3)

労災認定を受けて、家族が記者会見で
状況を明らかにした(*13.1)(*13.3)

外部（家族
の記者会
見）で発覚

労働基準法違反で
有罪判決
2017/10/6(*13.1)

2013年7月、NHK、
記者の過労自殺を
公表せず
(*13.4）(*13.5)
2017年3月、新国立
競技場工事で過労
自殺(*13.6)

社長辞任
社会的信用の低下
罰金50万円
(*13.1)

12
商工中金
不正融資

危機対応融資制度を悪用、書
類を改ざんして経営内容を悪く
見せ、条件を満たさない企業に
融資(*12.1)

第三者委員会調査範
囲では2011年から
(*12.1)

【国】
利子補給等の
国庫支出(*12.3)

2016年10月
(*12.2)

鹿児島支店で、職員の発言を契機に次
長が発見し本部に通報(*12.2)
それ以前の2014年12月～2015年1月、
池袋支店で資料改ざん110件が、本部
の監査で発覚していたが隠蔽された
(*12.3)

内部通報
第三者委員会報告
書
2017/4/25(*12.1)

全体調査でほぼ全
店で不正、数百人
の関与が判明、制
度融資以外の業務
全般に広がる
(*12.5)

経産省より業務改
善命令(*12.4)
社長ら３人辞任
(*12.5)

11
三菱自動車
燃費データ
　不正

型式指定審査の際に、良い燃
費データを捏造
①法規で定められた方法と異
なる試験方法を採用
②走行抵抗値の改ざん
(*11.1)

遅くも
①：1991年12月
②：2005年12月
(*11.2)

【消費者】
ガソリン代
車の価値の低
下
(*11.6)

2015年11月
(*11.3)

OEM先 日産での燃費測定データと三菱
の提供データに乖離(*11.3)
2005年2月の新人提言書発表会、2011
年の従業員アンケートで、それぞれ指摘
があったが取り上げられず
(*11.1)(*11.4)

外部（OEM
先）で発覚

特別調査委員会報
告書
2016/8/2(*11.2)

スズキにて
規定と異なる測定
(*11.5)
三菱自動車にて
不正発覚後の再試
験でも不正(*11.6)

顧客その他への損
害賠償
販売一時停止
(*11.7)
課徴金(*11.8)

10
ダイコー
廃棄食品
　横流し

廃棄を委託された冷凍ビーフカ
ツなどを横流し、スーパーや弁
当店などで販売、使用された
(*10.1)

2011年頃から
(*10.2)

【消費者】
食品に対する不
信の増大(*10.3)

2016年1月
(*10.1)

壱番屋が異物混入のおそれがあり廃棄
を依頼した冷凍ビーフカツを、自社の
パート社員がスーパー店頭で発見
(*10.4)

外部（廃棄
依頼元）で
発覚

岐阜県の発表
2016/1/18(*10.5)
経営者の逮捕
2016/8/12(*10.3)

経営者の逮捕
(*10.3)

9
化学及血清
　療法研究所
血液製剤不正

血液製剤12製品の31工程で添
加剤や加熱方法を承認なく変
更し製造(*9.1)

遅くも1974年頃から
(*9.1)

【患者】
血液製剤に対
する不安・不信
の増大
(*9.2)

2015年５月
(*9.2)

厚労省への投書に基づき、事前通告な
しに立ち入り調査、不正を確認(*9.3)

内部から行
政への通報

第三者委員会報告
書
2015/11/25(*9.1)

業務停止110日
日本製薬工業協会
除名(*9.4)(*9.5)

8

積和サポート
　システム
入居者
　転落事故

川崎の老人介護施設で
① ４人が転落等の不審死
②入居者からの窃盗19件
③入居者への虐待　(*8.1)

2014年11月死亡事故
発生
（2011年11月開所）
　(*8.1)

【入居者】
４名死亡
窃盗・虐待等の
被害
(*8.1)

2014年11月
(*8.1)

①死亡事故を受けての調査(*8.1)
②家族から市に訴え(*8.2)
③家族がビデオ映像を提供(*8.3)

外部（利用
者の家族）
で発覚

川崎市監査結果報
告
2015/11/13(*8.1)
転落死容疑者逮捕
2016/2/15（*8.4)
　→審理中(*8.6)

積和サポート社内
で、過去2年間で新
たに81件の虐待が
判明(*8.5)

介護指定停止
３か月(*8.1)

7
群馬大病院
腹腔鏡下手術
　での問題

腹腔鏡下手術での問題の放置
①死亡者の割合が高い
②保険適用外にも拘らず正し
い手続きを経ていない
(*7.1)

2010年12月(*7.1)

【患者】
８名死亡（全て
に過失を認め
る）(*7.1)

2014年６月
(*7.1)

医療安全管理部長が千葉県の事例を
知り、内部情報を受け調査(*7.1)

内部通報

内部報告書
2015/2/12(*7.1)
→外部にて再調査
(*7.3)
最終報告書
2016/7/27(*7.4)
改善策報告
2018/1/22(*7.7)

ひとりの担当医のみ
ならず、組織的な問
題点も指摘された
(*7.3)(*7.4)

診療報酬不正請求
賠償(*7.2)
特定機能病院取り
消し(*7.5)
厚労省より医師に
戒告処分(*7.6)

6

千葉県がん
　センター
腹腔鏡下手術
　での問題

腹腔鏡下手術での問題の放置
①死亡者の割合が高い
②保険適用外にも拘らず正し
い手続きを経ていない
(*6.1)

2008年11月
(*6.2)(*6.3)

【患者】
11名が死亡（一
部に不適切な処
置を認める）
(*6.1)

2010年夏
    ～11月
(*6.4)(*6.5)

センター勤務医師が千葉県や厚生労働
省などに告発したが放置(*6.4)(*6.5)

内部から行
政への通報

第三者検証委員会
報告書
2015/7/15(*6.1)

医師が行うべき麻
酔を歯科医師が日
常的に実施(*6.4)

診療報酬不正請求
賠償(*6.6)

5
太平物産
肥料成分偽装

表示より有機質の原料を少なく
するなど、大半の商品で肥料の
成分を偽装(*5.1)

10年以上前からの可
能性(*5.2)
2012年には常態化
(*5.3)

【購入農家】
有機JASマーク
の除去(*5.4)

2015年10月
(*5.1)

ＪＡ全農が肥料を分析して、表示と実際
の成分が異なることに気付く(*5.1)

外部（納入
先）で発覚

JA全農 プレスリ
リース
2015/11/5(*5.1)

出荷停止による経
営破綻(*5.5)

4
旭化成建材
杭打ち偽装

①横浜のマンションで杭が支持
層に達していないもの６本、長
さ不足２本(*4.1)
②他の物件での施工データ偽
装が次々発覚(*4,2)

①当該物件は2007年
12月竣工(*4.3)
②過去10年の偽装公
表、それ以外は未確認
(*4.2)

【消費者】
マンション価値
の低減(*4.4)
建て替えに至る
負荷(*4.6)

2014年11月
住民の指摘
(*4.3)

住民から手すりのずれ指摘を受け、販
売会社の三井不動産が調査(*4.3)

外部（消費
者）で発覚

メーカー報告
2015/10/20(*4.3)

業界大手を含む6社
で22件の杭打ち
データの改ざんが
判明(*4.5)

マンション建替
費用負担
(*4.3)(*4.6)
業務停止を含む行
政処分(*4.7)

3
東洋ゴム
免震ゴム
　性能偽装

マンション用の免震ゴムの基準
不適合を偽装(*3.1)

2000年11月(*3.1)
【消費者】
マンション価値
の低減(*3.2)

2015年２月
(*3.3)

①2013年夏頃、新任社員が出荷検査で
の根拠不明な補正を上長に報告
②2015/2/5監査役及び社外取締役に
報告、2/9国土交通省に届出　　　(*3.3)

内部通報
外部調査委員会報
告書
2015/6/19(*3.1)

2017年2月、船舶な
どに使う産業用ゴム
製品でもデータの偽
装発表(*3.4)

多数のリコール
(*3.3)
社長、幹部ら18人
書類送検(*3.5)

2

タカタ
エアバッグ・
　リコールでの
　情報遅れ

エアバッグの膨張ガスを発生さ
せるインフレーターの不具合に
よる事故に対して情報開示を怠
り被害を拡大(*2.1)(*2.8)

1999年４月製造
以降(*2.2)

【消費者】
①2009年５月以
降、世界で21件
の死亡事故
(*2.4)
②エアバッグ機
能の一時停止
(*2.5)
【解体業者】
③解体時事故
(*2.6)

2008年11月
1回目のリ
コール(*2.3)

①2008年11月より断続的なリコール、対
象車両は全世界で延べ一億台超
(*2.3)(*2.10)
②2015年11月、NHTSA（米国道路交通
安全局)より改善命令と制裁金(*2.7)
③2018年3月、米国の「自動車公益通報
者法」により、材料の危険性やデータ改
ざんを指摘した元社員2人に報奨金1.2
億円(*2.12)

外部(消費
者）で発覚

NHTSA改善命令
2015/11/3(*2.7)

多数のリコール
(*2.3)(*2.10)
制裁金・和解金
(*2.7)(*2.8)(*2.9)
負債総額3800億円
（最終的に１兆円超
見通し）を抱え、経
営破綻
(*2.11)

1
東芝
不正会計

会計操作により利益を実態より
高く報告
①原価の改ざん、先送り
②在庫の評価損を適切に計上
せず
(*1.1)

2009年３月期決算
(*1.2)

【株主】
株価下落
(*1.3)

2015年４月
(*1.4)

証券取引等監視委員会への通報をきっ
かけに、2015年4月インフラ事業の「工
事進行基準」の会計処理運用について
検査を受けた(*1.4)

内部から行
政への通報

第三者委員会報告
書
2015/7/20(*1.2)

不正会計の対象部
門が、インフラ事業
からテレビやパソコ
ン・半導体という主
力事業に拡大
(*1.1)(*1.4)

課徴金70億円
(*1.5)
歴代役員への株主
代表訴訟
(*1.6)

内部から行政への通報

内部から行政への通報

内部通報

最初の死亡者

最初の転落死

告知

届出

横浜のマンション竣工

川崎の施設オープン

第三者検証

内部から行政への通報遅くも1974頃～

発覚

住民指摘

告知
OEM先の日産指摘1991､試験方法の法定

２回目のリコール隠し発覚

発覚

新人社内提言発表会での指摘 無視

１回目のリコール

最初の死亡事故
NHTSA

改善命令

内部報告書

最初の死亡者

内部調査開始

発覚危機対応融資制度開始

家族会見新入社員過労自殺

本部監査で資料改竄を知るも隠蔽

1991、入社２年目の社員過労自殺

（東京本社）労働基準監督署から是正勧告（大阪支社）

最終報告書

リコール隠し発覚

2000

1999～

ガス発生剤に硝酸アンモニウム採用

米国新制度により

元社員２人に報奨金

3/4
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No. 件名

13
電通
社員過労死

12
商工中金
不正融資

11
三菱自動車
燃費データ
　不正

10
ダイコー
廃棄食品
　横流し

9
化学及血清
　療法研究所
血液製剤不正

8

積和サポート
　システム
入居者
　転落事故

7
群馬大病院
腹腔鏡下手術
　での問題

6

千葉県がん
　センター
腹腔鏡下手術
　での問題

5
太平物産
肥料成分偽装

4
旭化成建材
杭打ち偽装

3
東洋ゴム
免震ゴム
　性能偽装

2

タカタ
エアバッグ・
　リコールでの
　情報遅れ

1
東芝
不正会計

枚数出典

(*13.1)
(*13.2)
(*13.3)
(*13.4)
(*13.5)
(*13.6)

朝日新聞DIGITAL 2017.10.7 「違法労働めぐり電通に罰金50万円の有罪判決」
朝日新聞DIGITAL 2016.10.28 「『鬼十則』の風土今も　電通、過労自殺再び」
日本経済新聞 電子版 2016.10.7 「電通女子社員の自殺は労災、三田労基署、残業倍増を認定」
朝日新聞DIGITAL 2017.10.5 「NHK記者が過労死　労災認定、残業月159時間」
東京新聞TOKYOWeb 2017.10.15 「『公表望まず』両親否定 記者過労死 NHKと食い違い」
日本経済新聞 電子版 2017.7.24 「新国立で過労自殺、時間外200時間を会社『把握せず』」

3
2
1
1
1
2
10

(*12.1)
(*12.2)
(*12.3)
(*12.4)
(*12.5)

株式会社商工組合中央金庫危機対応業務にかかる第三者委員会 調査報告書（要約版） 2017.4.25 P2-5,9 「制度の説明」「不正行為の例」「不正の手口」
第193回国会 経済産業委員会 第12号 議事録 2017.5.18
朝日新聞DIGITAL 2017.4.25 「商工中金の不正融資414億円 本部も隠蔽関与」
東京新聞TOKYOWeb 2017.5.10 「危機対応融資で集団不正　経産省、商工中金に業務改善命令」
朝日新聞DIGITAL 2017.10.19 「商工中金社長ら３人辞任へ　不正、制度融資以外にも拡大」

6
1
2
2
1
12

(*11.1)
(*11.2)
(*11.3)
(*11.4)
(*11.5)
(*11.6)
(*11.7)
(*11.8)

毎日新聞電子版 2016.8.3 「三菱自動車 燃費データ不正 指摘を放置 特別調査委員会報告書『全社的問題』」
特別調査委員会 2016.8.2 「燃費不正問題に関する調査報告書の概要」
週刊東洋経済 2016.5.14 「三菱自動車 ３度目の裏切り」
特別調査委員会 燃費不正問題に関する調査報告書 2016.8.1 P196-198 「本件問題を会社として把握する機会があったが、見逃されたこと」
朝日新聞DIGITAL 2016.5.18 「スズキ、規定と異なる燃費測定　『アルト』など１６車種」
朝日新聞DIGITAL 2016.8.30 「三菱自賠償、軽以外も　８車種燃費、記載値以下」
朝日新聞DIGITAL 2016.6.22 「三菱自、国内販売は４割減の見通し『深刻な影響』」
朝日新聞DIGITAL 2017.1.27 「三菱自に課徴金4.8億円、燃費不正で消費者庁命令へ」

2
2
2
2
1
2
2
1 14

(*10.1)
(*10.2)
(*10.3)
(*10.4)
(*10.5)

朝日新聞DIGITAL 2016.1.22 「愛知）廃棄カツ約３万３千枚、県内９０店で販売・使用」
朝日新聞DIGITAL 2016.1.24 「ダイコー『破格の安値』で廃棄受注　５年前から横流しか」
岐阜新聞電子版 2016.7.13 「結託、ごみを食品に　廃棄カツ３容疑者逮捕」
朝日新聞DIGITAL 2016.1.14 「廃棄カツ、スーパーで販売　ココイチ製、産廃業者横流し」
毎日新聞電子版 2016.1.18 「廃棄カツ転売 壱番屋以外の１０８品目も横流しか」

2
2
2
2
2 10

(*9.1)
(*9.2)
(*9.3)
(*9.4)
(*9.5)

一般財団法人化学及血清療法研究所 第三者委員会 調査結果報告書（要約版） 2015.11.25
朝日新聞DIGITAL 2015.12.3 「血液製剤不正、40年前から、第三者委『組織的隠蔽』」
朝日新聞DIGITAL 2015.12.3 「化血研の血液製剤不正、内部告発で発覚」
朝日新聞DIGITAL 2015.12.4 「化血研に対し行政処分方針 厚労相『厳正に対処』」
日本経済新聞 電子版 2016.1.2１ 「製薬協、化血研を除名　悪質な隠蔽工作など重視」

3
3
1
1
1 9

(*8.1)
(*8.2)
(*8.3)
(*8.4)
(*8.5)
(*8.6)

川崎市健康健康福祉局 報道発表資料 2015.11.13 「有料老人ホームの監査結果について」
産経ﾆｭｰｽ 電子版 2015.9.24 「【深掘りかながわ】川崎・老人ホーム転落死 暴行、虐待、窃盗も…」
毎日新聞デジタル版 2015.9.10 「川崎・老人ホーム３人転落死 施設職員の暴行撮影 入所者親族、市に映像提供」
朝日新聞DIGITAL 2016.2.16 「８７歳を投げ落とし殺害容疑、元職員逮捕　川崎３人死亡」
BussinessJournal 2015.12.15 「連続転落死の老人ホーム運営会社、新たに81件の虐待発覚！ 150の新施設開設計画」
朝日新聞DIGITAL 2018.1.23 「元職員、初公判で無罪主張　川崎老人ホームの３人転落死」

3
2
1
1
2

9
(*7.1)
(*7.2)
(*7.3)
(*7.4)
(*7.5)
(*7.6)
(*7.7)

群馬大学医学部附属病院 腹腔鏡下肝切除術事故調査報告書 2015.2.12 「概要」、「調査の経緯」、「結論」
読売新聞 YomiDr. 2015.3.26 「腹腔鏡の波紋（中）…診療報酬『適用外』も申請」
群馬大学医学部附属病院医療事故調査委員会報告書 2016.7.27 「1章 はじめに」
毎日新聞電子版 2016.9.10 「群馬大手術死続発 執刀医ほぼ独断で実施　調査委報告書」
毎日新聞電子版 2016.9.16 「群馬大病院 １０億円減収　『特定機能病院』取り消しで」
朝日新聞DIGITAL 2017.4.1「群馬大病院、診療報酬で約８千万円の不適正請求」
朝日新聞DIGITAL 2018.1.23「群馬大病院、手術前の説明を原則録画へ　術死遺族へ報告」

3
2
3
2
2
1
1
14

(*6.1)
(*6.2)
(*6.3)
(*6.4)
(*6.5)
(*6.6)

千葉県がんセンター 第三者検証委員会報告書 2015.7.15 P2「対象事例」、P11「実施状況」
千葉県がんセンター 第三者検証委員会報告書 資料１ 2015.7.15 「腹腔鏡下手術11事例経過一覧表」
千葉県がんセンター 第三者検証委員会報告書 資料２ 2015.7.15 P15 11事例の評価より第５事例
朝日新聞 2015.6.11 「機能しない公益通報者保護法 法改正検討に告発経験者」
公益通報者保護制度に関する意見聴取（ヒアリング） 第4回 資料 「公益通報者保護法の改正を要望する上申書」
朝日新聞DIGITAL 2015.5.2 「千葉県がんセンターが不正請求 腹腔鏡手術めぐり９例」

3
1
1
1
2
1 9

(*5.1)
(*5.2)
(*5.3)
(*5.4)
(*5.5)

JA全農 プレスリリース 2015.11.05 「肥料の回収及び農産物への対応について」
日本経済新聞 電子版 2015.11.10 「肥料偽装、10年以上前から 製造会社社長が謝罪」
秋田魁新報 さきがけ on the Web 2015.11.7 「有機肥料表示偽装、不正が常態化 幹部、12年時点で認識」
農林水産省 プレスリリース 2015.11.20 「太平物産株式会社の生産した肥料への対応について」
日本経済新聞 電子版 2015.11.27 「肥料偽装表示の太平物産、民事再生法の適用申請」

3
1
1
2
1 8

(*4.1)
(*4.2)
(*4.3)
(*4.4)
(*4.5)
(*4.6)
(*4.7)

旭化成建材株式会社 お知らせ 2015.10.20 「弊社杭工事施工物件における不具合等について」
旭化成建材株式会社 お知らせ 2015.11.24 「弊社による杭工事実績3,040件に関する調査報告」
日本経済新聞 電子版 2015.10.23 「旭化成建材、マンション傾斜で全国調査へ」
石井大臣会見要旨_国土交通省 2015.10.23 における記者質問
日本経済新聞 電子版 2015.11.27 「杭打ちデータ改ざん、新たに４社　業界団体調査」
AERAdot. 2016.10.6 「三井VS．管理組合　杭打ち偽装マンション『全棟建て替え』決議の攻防」
東洋経済ONLINE 2016.1.19 「横浜傾きマンション、３社行政処分の重い意味」

2
2
2
1
2
1
3 13

(*3.1)
(*3.2)
(*3.3)
(*3.4)
(*3.5)

東洋ゴム 社外調査チーム 調査報告書（公表版） 2015.6.19 P1 「調査に至る経緯」、P8-9 「問題行為」
第189回国会 国土交通委員会 第７号 2015.5.8 における今井雅人委員（維新の党）の質問
日経ビジネスオンライン 2015.7.9 「記者の目 東洋ゴム免震偽装、3つの教訓」
毎日新聞電子版 2017.2.7 「東洋ゴム 過去に３度の不正　染みついた体質から脱せず」
朝日新聞DIGITAL 2017.3.31 「東洋ゴム前社長ら18人書類送検　免震ゴム性能偽装容疑」

4
1
3
2
1 11

(*2.1)
(*2.2)
(*2.3)
(*2.4)
(*2.5)
(*2.6)
(*2.7)
(*2.8)
(*2.9)
(*2.10)
(*2.11)
(*2.12)

ホンダ リコール情報 2015.10.1 「フィット アリアのリコール」
日本経済新聞 電子版 2014.9.5 「BMWリコール18車種９万台 タカタ製エアバック」
国土交通省自動車局 2014.12.16 P4-5 「タカタ製エアバッグ問題について」
タカタエアバッグ破裂死亡事故一覧（REUTERS、CNN、日経、朝日、他の報道等）
ホンダ リコール情報 2014.12.11 「助手席側エアバッグインフレーターのリコールについて」
朝日新聞DIGITAL 2014.12.4 「トヨタが原因不明でもリコール、廃車時のタカタエアバッグ破裂で」
NHTSA News 2015.11.3 「NHTSA imposes $200 million penalty on Takata」
日本経済新聞 電子版 2015.11.4 「タカタに制裁金240億円 米運輸省、エアバッグ欠陥問題で」
日本経済新聞 電子版 2017.1.13 「タカタ和解金最大1150億円 エアバッグ問題、米司法省と合意へ」
日経ビジネスONLINE 2016.5.10 「タカタ、今度こそ最後の追加リコール」
日本経済新聞 電子版 2017.6.26 「タカタ、民事再生法適用を申請　負債総額3800億円」
日本経済新聞 電子版 2018.3.27 「日本企業に新たな脅威　タカタが残した米内部告発制度」

1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2 18

(*1.1)
(*1.2)
(*1.3)
(*1.4)
(*1.5)
(*1.6)

日経ビジネス 2015.8.31 P38-39 「いかにして東芝は不正会計に"成功"したか」
株式会社東芝 第三者委員会 調査報告書 要約版 2015.7.20 P15 「本調査における連結会計年度別修正額」
日本経済新聞 2015.9.9 「東芝 誤算と虚飾の7年」
日本経済新聞 電子版 2015.5.23 「東芝、不適切会計 根深く ほぼ全事業に疑念拡大」
日本経済新聞 電子版 2015.11.19 「東芝、会計不祥事の代償重く 課徴金70億円超」
産経ﾆｭｰｽ 電子版 2016.5.20 「東芝株主、歴代役員を提訴　不正会計、27億円賠償を 」

2
1
1
2
2
1 9
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2019-3-1 Copyright(C)2019 Junichi Mizuo,Ph.D.All Rights Reserved. 1

シンポジウム「公益通報制度の新次元
～いよいよ実現に動き出した法改正と
認証制度による差別化～」資料

2019年3月1日
MIZUOｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ&ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ研究所代表

日本経営倫理学会副会長

駿河台大学名誉教授・経営学博士水尾順一

-33-
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2019-3-1 Copyright(C)2019 Junichi 
Mizuo,Ph.D.All Rights Reserved. 3

内部相談・通報制度の領域

非倫理的行為の発生前

非倫理的行為の発生後

自
己
・
自
組
織

他
者
・
他
組
織内部相談制度

（ヘルプライン）

内部通報制度
（ホットライン）

外部機関への通報（No.２４）

4

認証マーク取得の効果(守りと攻め）

2019-3-1 Copyright(C)2019 Junichi Mizuo,Ph.D.All 
Rights Reserved.

4

従業員・役職員 安心・信頼
消費者 良い会社

株主・投資家 信頼・ＥＳＧ投資

取引先 安全・安心

マスコミ
学生

信頼
リクルート効果

事前の相談機能を高める
-34-



2019-3-1 Copyright(C)2019 Junichi Mizuo,Ph.D.All 
Rights Reserved.

経営倫理、浸透・定着状況(経団連調2008)
＝認証取得の重要ポイント（審査項目）＝

行動憲章など経営倫理規程の制定 97.8％

委員会、専任部署など推進部門の
設置

９７．１

倫理教育・研修の実施 ９６．０

コミュニ
ケーション
啓発活動

相談・通報窓口の
設置

９６．６

トップメッセージの
発信

８５．８
5

2019-3-1 Copyright(C)2019 Junichi Mizuo,Ph.D.All 
Rights Reserved. 6

３．内部通報認証制度は、トップの
コミットメント（宣言）が重要（No.15)

（「稼ぐ組織」ではない法務・コンプ
ライアンス部門をバックアップ）

建前ではなく本音の取組みを示す

-35-



2019-3-1 Copyright(C)2019 Junichi 
Mizuo,Ph.D.All Rights Reserved. 7

事後の通報よりも
事前の相談

問題が発生した後では遅い。

発生する前に予防することが
大切

8

認証マーク取得の効果(守りと攻め）

2019-3-1 Copyright(C)2019 Junichi Mizuo,Ph.D.All 
Rights Reserved.

8

従業員・役職員 安心・信頼

消費者 良い会社

株主・投資家 信頼・ＥＳＧ投資

取引先 安全・安心

マスコミ
学生

信頼
リクルート効果

レピュテーション、業績の向上
-36-
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公益通報者保護法について
専門調査会のとりまとめ状況

2019.3.1
大阪弁護士会 弁護士 林 尚美

長年続いている不祥事

リコール
隠し

輸入肉原
産地偽装

データ改
ざん

食品偽装 免震偽装

2

-59-
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議論状況

H26 意見聴取

H27.6.10 公益通報者保護制度の実効
性向上に関する検討会，WG 開催

H28.12 検討会最終報告書

H30.1 内閣府専門調査会再開

H30.12 取りまとめ

3

本法が使えない法律になっている理由

通報の要件が厳格過ぎる

•真実相当性の要件が必要
•立証責任が転換されていない

法律を知らない

通報により不利益を受ける可能性がある

4
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「公益通報」の定義

Ⅰ 労働者が

Ⅱ 不正の目的でなく

Ⅲ 労務提供先又はその役員、従業員等について

Ⅳ 通報対象事実が

Ⅴ 生じまたは生じようとしている旨を

Ⅵ 通報先に通報すること

5

改正されそうなポイント
退職者・役員を含める

通報対象事実 刑事罰の担保を外し，制限列挙をやめる

２号の「真実相当性」要件を緩和

従業員300名以上の事業者及び行政機関に内部通報体制整備義務

不利益取扱いをした事業者に行政罰

消費者庁が一元的窓口

6
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法の定める通報ルート【現行法】

通報者（労働者）

不正の目的なく

真実相当性
真実相当性

行政機関 労務提供先 外部

イ，ロ，ハ，ホニ

7

事業者内部（1号通報）

処分権限を有する行政機
関（2号通報）

事業者外部（3号通報）

思料する場合

信ずるに足りる相当の理由があること

（真実相当性）

•内部通報では証拠隠滅のおそれがあること
•内部通報後 20 日以内に調査を行う旨の通知がない
こと

•人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険が
あること等

真実相当性
＋

特定の事由

通報要件【現行法】

8
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事業者内部（1号通報）

処分権限を有する行政機
関（2号通報）

事業者外部（3号通報）

思料する場合

真実相当性を緩和

•内部通報では証拠隠滅のおそれがあること
•内部通報後 20 日以内に調査を行う旨の通知がない
こと

•人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険が
あること等

真実相当性＋

特定の事由
＋財産に対する

危害

通報要件【専門調査会】

9

緩和の具体的方法

ア 真実相当性の削除

• 1号通報と差をなくす

イ 疑うに足りる相当の理由

• 刑訴60条1項と同じ文言

ウ 通報対象事実の存在を重過失なく信じた場合

エ 法3条3号イ～ニまでによる代替

オ 通報対象事実を直接近く・体験した場合

10
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通報体制整備【NEW】

内部通報体制

•民間事業者（300人超）及び行政機関

外部通報対応体制

•権限を有する行政機関に対して外部通報対応体
制の整備を義務付ける

11

内部通報体制の導入について

9.3

24.5

40.2

70.5

93.5

99.2

13.8

19.7

19.2

8.8

1.9

0.4

73.7

55.3

39.7

19.9

4.2

0

0.2

0

0

0.1

1.2

0

3

0.5

0.9

0.7

0.3

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50人以下

51～100人

101～300人

301～1000人

1001～3000人

3000人超

導入している 検討中 導入の予定なし 導入していたが廃止した 無回答

12
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中小企業基本法の定義と企業数，従業員数

うち小規模事業者
業種 資本金 従業員 従業員
製造業その他 3億円以下 300人以下 20人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下 5人以下
小売業 5000万円以下 50人以下 5人以下

中小企業

13

企業数（者） 従業員数（人）
11,000 14,330,000

3,809,000 33,610,000
うち小規模事業者 3,252,000 11,270,000

中小企業
大企業

14
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平成28年度「労働者における公益通報者保護制
度に関する意識等のインターネット調査報告書」
から見えてくるもの

法を知ること

通報者の秘密を保護すること

通報者に対し不利益取扱をしないこと

18
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通報に関する秘密保持の徹底が必要

情報共有が許される範囲を必要最小限に限定

通報者の特定につながる情報は，情報共有が許される範囲外に開示しない

開示により生じ得る不利益について明確に説明する

何人も通報者を探索してはならないことを明確にする

上記を経営幹部及び全ての従業員に周知徹底する

19

窓口担当者の守秘義務【現行法】

1号通報
•規定なし

2号通報
•規定なし（公務員法上の守秘義務あり）

3号通報
•規定なし（マスコミには報道の自由がある）

20
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窓口担当者の守秘義務【中間整理】

1号通報
•通報担当者に守秘義務を負わせるべき【多数意見】

2号通報
•通報担当者に守秘義務を負わせるべき【多数意見】

3号通報
•一律に負わせるべきでない

21

窓口担当者の守秘義務【専門調査会】

1号通報
•今後，必要に応じて検討

2号通報
•今後，必要に応じて検討

3号通報
•現時点では一律に守秘義務を負わせる必要はない

22
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英国公益開示法
守秘義務の明文規定はない

しかし例えば、英銀バークレイズのジェス・ステーリーCEO
が内部告発者の身元を特定しようとした問題で、英金融行
動監視機構（FCA）と健全性監督機構（PRA）は同CEOに罰
金64万2430ポンド（約9500万円）の支払いを命じる事案が
発生するなどしている。通報妨害行為について、一定の制
約がある点に留意が必要。

23

EU指令案

通報を受付者の、通報者の
身元を秘匿する義務を強調
している

通報者保護のために守秘
義務を課すことは必要

内部通報の場合、調査目的
で必要な場合であっても、
通報者のアイデンティティが
明らかにされることはあって
はならない（例外はない）

24
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守秘義務の例外は当然にはない

内部通報の場合は、調査目的として必要な場合であっても、通報者のアイデン
ティティが明らかにされることはあってはならない

このように守秘義務の例外が認められ得るのは関係当局への通報の場合のみ

関係当局に対する通報については、通報者の秘匿データが開示され得る。
例えば，刑事事件になった場合、関わっている人たちの氏名、通報した人の氏名などが明らかにされなければならない

ケースもあり、（通報の中で対象とされた事業者の）防御権を保障する必要がある。

他方，通報者のみならず関係する人々の人権を守るべき

通報窓口担当者には守秘義務があることが前提

25

証拠の収集【現行法】

立証責任は公
益通報者

内部に通報体
制が整備され
ていない

外部通報せざ
るを得ない

真実相当性が
必要

窃盗罪等の刑
事責任・解雇の
可能性

通報しない

悪循環

26
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★通報しやすくするためには

真実相当性の要件緩和

立証責任の転換

27

立証責任の緩和【専門調査会】

解雇については，通報から一定期間内に行われた
場合には，立証責任を事業者側に転換すべきとの
意見が多数派であった（中間整理）が

現時点で様々な意見があり、今後、必要に応じて検
討とされた

28
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【専門調査会】

真実相当性の要件緩和

立証責任の転換

29

通報行為に伴う損害賠償責任・刑事責任
【専門調査会】

通報者が、不利益取扱いから保護される要件を満た
している場合、通報したことを理由として損害賠償責
任を負わないとする規定を設けるべき

必要性や規定の内容について、更なる検討が必要
であり、現時点では、通報行為に伴う刑事責任を免
責する規定を設ける必要はない

30

-73-



以上

31
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東京三会公益通報シンポジウム 発言メモ 

メタウォーター株式会社 法務部 中村 

① 外部通報の保護要件 

日本法の２号通報・３号通報の緩和が議論されているが、むしろ日本の１号通報が海外よ

り緩和されているのであって、２号通報・３号通報について、少なくとも海外の比較におい

て、日本法を緩和すべきということはないのではないか。 

【日本法】 

（解雇の無効） 

第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報

をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。 

一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該労務提供先等

に対する公益通報 

二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある

場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公

益通報 

三 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、

かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその

発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通

報 

イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる

相当の理由がある場合 

ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、

又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 

ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された

場合 

ニ 書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録を含む。第九条において同じ。）により第一号に定める公益通報をした日から二

十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知

がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合 

ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足り

る相当の理由がある場合 

2 

【EU 指令】（EUROPEAN COMMISSION Brussels, 23.4.2018 COM(2018) 218 final 2018/0106(COD) 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

FMT:Underlineon/FMT the protection of persons reporting on breaches FMT:Underlineof/FMT Union FMT:Underlinelaw/FMT 

{SWD(2018) 116 final}{SWD(2018) 117 final}） 

13 条 1 項 通報者一般の保護要件（いわゆる１号～３号に共通して適用されると思われ

る）（以下、訳文は要旨） 

A reporting person shall qualify for protection under this Directive provided he or she has 

reasonable grounds to believe that the information reported was true at the time of 

reporting and that this information falls within the scope of this Directive. 

  通報者は通報の時点において通報対象事実が真実であり、本指令の適用範囲内であるこ

とを信ずるに合理的な理由があることを条件として保護を受ける資格を有するものとする。 

   13 条 2項 行政（日本の２号）通報の保護要件（加重要件） 

 以下のいずれかの条件を充たすこと 

a) he or she first reported internally but no appropriate action was taken in response to 

the report within the reasonable timeframe referred in Article 5; 

  最初に社内通報をしたが所定の期間内に適切なアクションが取られなかった。 

b) internal reporting channels were not available for the reporting person or the reporting 

person could not reasonably be expected to be aware of the availability of such 

channels; 

社内通報窓口が利用できない、または通報者が通報窓口の利用ができることに気付くこと

が合理的に期待できない状況にあった。 

c) the use of internal reporting channels was not mandatory for the reporting person, in 

accordance with Article 4(2); 

4 条 2項により通報窓口の利用が義務でない（事業者内の労働者でない） 

d) he or she could not reasonably be expected to use internal reporting channels in light 

of the subject-matter of the report; 

  通報の主題に照らして内部通報窓口の利用が合理的に期待されない 

e) he or she had reasonable grounds to believe that the use of internal reporting channels 

could jeopardise the effectiveness of investigative actions by competent authorities; 

内部通報窓口に通報することが管轄当局の調査の効果を阻害すると信ずる合理的な理由

があった。 

f) he or she was entitled to report directly through the external reporting channels to a 

competent authority by virtue of Union law. 

  連合法の効力により、直接管轄当局に通報する権限が与えられている。 

-
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5
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 13 条４項 いわゆる３号通報の保護要件 次のいずれかを充たすこと 

a)he or she first reported internally and/or externally in accordance with Chapters II and 

III and paragraph 2 of this Article, but no appropriate action was taken in response to the 

report within the timeframe referred to in Articles 6(2)(b) and 9(1)(b); or 

  最初に所定の規定に従い内部通報または行政通報を行ったが、所定の期間内（３か月また

は６か月）に適切なアクションが取られなかった場合 

b) he or she could not reasonably be expected to use internal and/or external reporting 

channels due to imminent or manifest danger for the public interest, or to the particular 

circumstances of the case, or where there is a risk of irreversible damage. 

公共の利益の差し迫ったまたは明白な危険、または事案の特殊事情、または不可逆的（回

復不能）な損害のリスクのため、内部または行政通報を利用することが合理的に期待できな

い場合 

【英国法】 Public Interest Disclosure Act 1998 

通報者一般の保護要件（いわゆる１号～３号に共通して適用されると思われる）４３A/４３B 

43A Meaning of “protected disclosure”.（以下、diclosure を通報と訳す。） 

In this Act a “protected disclosure” means a qualifying disclosure (as defined by section 

43B) which is made by a worker in accordance with any of sections 43C to 43H. 

この法律において、「保護された通報」とは、４３C～４３H のいずれかに従った労働者による適

格通報（４３B によって定義される）を意味する。 

43B Disclosures qualifying for protection. 

(1)In this Part a “qualifying disclosure” means any disclosure of information which, in the 

reasonable belief of the worker making the disclosure, is made in the public interest and

tends to show one or more of the following (斜字 2013 改正追加) 

  適格通報とは、労働者が通報するにあたり、公益のための通報であって、通報が次の各号

のいずれかを示していると合理的に信じた場合の通報を意味する。 

  (a)that a criminal offence has been committed, is being committed or is likely to be 

committed, 

   刑事上の罪が犯された、犯されつつある、または犯されようとしている 

(b)that a person has failed, is failing or is likely to fail to comply with any legal obligation 

to which he is subject, 

4 

  守るべき法的義務の遵守を怠った、怠りつつある、または怠ろうとしている 

(c)that a miscarriage of justice has occurred, is occurring or is likely to occur, 

  誤審が起こった、起こりつつある、または起ころうとしている 

(d)that the health or safety of any individual has been, is being or is likely to be 

endangered, 

  個人の健康または安全が危険にされされた、危険にさらされつつある、またはさらされよと

している 

(e)that the environment has been, is being or is likely to be damaged, or 

  環境が損傷した、損傷しつつある、または損傷しようとしている、 

(f)that information tending to show any matter falling within any one of the preceding 

paragraphs has been, is being or is likely to be deliberately concealed. 

  前項のいずれかに該当する事項を示す情報が意図的に隠された、隠されつつある、隠され

ようとしている。 

(2)For the purposes of subsection (1), it is immaterial whether the relevant failure 

occurred, occurs or would occur in the United Kingdom or elsewhere, and whether the law 

applying to it is that of the United Kingdom or of any other country or territory. 

  （１）の目的のために、英国の内外いずれにおいて通報対象事実（the relevant failure。(5)

において上記 a～f と定義）が生ずるかは重要でない。 

(3)A disclosure of information is not a qualifying disclosure if the person making the 

disclosure commits an offence by making it. 

※ 犯罪を行った者が当該犯罪について行った通報は、適格通報にあたらない。 

(4)A disclosure of information in respect of which a claim to legal professional privilege (or, in Scotland, to 

confidentiality as between client and professional legal adviser) could be maintained in legal proceedings is 

not a qualifying disclosure if it is made by a person to whom the information had been disclosed in the course 

of obtaining legal advice.  秘匿特権の条項（日本語略） 

(5)In this Part “the relevant failure”, in relation to a qualifying disclosure, means the 

matter falling within paragraphs (a) to (f) of subsection (1). 

日本の１号通報 43C 

43C Disclosure to employer or other responsible person. 使用者等への開示 

-
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（通報先に関する規定のため、略） 

43F いわゆる２号通報の保護要件 

43F Disclosure to prescribed person. 所定の者への通報 

(1)A qualifying disclosure is made in accordance with this section if the worker 

(a)makes the disclosure in good faith to a person prescribed by an order made by the 

Secretary of State for the purposes of this section, and 

(b)reasonably believes 

(i)that the relevant failure falls within any description of matters in respect of which that 

person is so prescribed, and 

(ii)that the information disclosed, and any allegation contained in it, are substantially true. 

（斜字取り消し線 2013 年改正削除） 

労働者が以下の双方を充たす通報を行った場合、適格通報とみなされる。 

(a)国務大臣の命令により指定された者に対して誠実に行ったこと 

(b)下記の双方について合理的に信じたこと 

   (i)通報対象事実が、その者の所定の管轄事項であること 

   (ii)通報内容とそれに含まれる主張が本質的に真実であること 

４３G いわゆる３号通報の保護要件 

43G Disclosure in other cases. その他の者への通報 

(1)A qualifying disclosure is made in accordance with this section if 

(a) the worker makes the disclosure in good faith,【2013 年改正削除】 

(b) he the worker reasonably believes that the information disclosed, and any allegation 

contained in it, are substantially true, 

(c) he does not make the disclosure for purposes of personal gain, 

(d) any of the conditions in subsection (2) is met, and 

6 

(e) in all the circumstances of the case, it is reasonable for him to make the disclosure. 

（１）以下の全てを充たす通報は、適格通報とみなされる。 

(a)労働者が誠実に通報を行ったこと 

(b)労働者が通報内容とそれに含まれる主張が本質的に真実であると合理的に信じたこと 

(c)労働者が通報を個人的な利益をえるために行っていないこと 

(d)（２）各号のいずれかの条件をみたすこと 

(e)事案の総合的状況に照らして、労働者にとって通報を行うことが合理的であること 

(2)The conditions referred to in subsection (1)(d) are 

(a) that, at the time he makes the disclosure, the worker reasonably believes that he will 

be subjected to a detriment by his employer if he makes a disclosure to his employer or in 

accordance with section 43F, 

(b) that, in a case where no person is prescribed for the purposes of section 43F in 

relation to the relevant failure, the worker reasonably believes that it is likely that evidence 

relating to the relevant failure will be concealed or destroyed if he makes a disclosure to 

his employer, or 

(c) that the worker has previously made a disclosure of substantially the same 

information 

(i) to his employer, or 

(ii) in accordance with section 43F. 

(2)上記（１）（ｄ）の条件とは 

(a)通報の時点において、労働者が、もし雇用者または行政に通報をしたならば、雇用者から

の不利益を被ると合理的に信じた場合 

(b)通報対象事実に関して管轄する者が４３F により規定されていない場合において、労働者

が、もし雇用者に通報したならば通報対象事実に関する証拠が隠されるか破壊されると合理

的に信じた場合 

(c)労働者がそれ以前に実質的に同じ通報を雇用者または行政に行った場合 

-
7
7
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 (3)In determining for the purposes of subsection (1)(e) whether it is reasonable for the 

worker to make the disclosure, regard shall be had, in particular, to 

(a) the identity of the person to whom the disclosure is made, 

(b) the seriousness of the relevant failure, 

(c) whether the relevant failure is continuing or is likely to occur in the future, 

(d) whether the disclosure is made in breach of a duty of confidentiality owed by the 

employer to any other person, 

(e) in a case falling within subsection (2)(c)(i) or (ii), any action which the employer 

or the person to whom the previous disclosure in accordance with section 43F was made 

has taken or might reasonably be expected to have taken as a result of the previous 

disclosure, and 

(f) in a case falling within subsection (2)(c)(i), whether in making the disclosure to the 

employer the worker complied with any procedure whose use by him was authorised by the 

employer. 

（３） （１）（e）に関し、通報者が通報が行うことが合理的かどうかに判断するにあたっては、次
の事項を考慮する。 

(a)通報を行う相手方の属性 

(b)通報対象事実の重大性 

(c)通報が継続しているかどうか、将来も継続するかどうか 

(d)通報が雇用者が第三者に負う守秘義務を侵害するかどうか 

(e)（２）（ｃ）に該当する場合、事前に通報した雇用者や担当行政官が、通報により何らかのア
クションを取ったのか、または取ることが期待されるのか 

(f)（２）（ｃ）（i）(対雇用者)に該当する場合、雇用者に対する通報にあたり、労働者は雇用者
により権限を与えられた手続に従ったのかどうか 

 (4)For the purposes of this section a subsequent disclosure may be regarded as a disclosure of substantially 

the same information as that disclosed by a previous disclosure as mentioned in subsection (2)(c) even 

though the subsequent disclosure extends to information about action taken or not taken by any person as a 

result of the previous disclosure. （日本語略） 
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② 資料収集（証拠収集行為に関する免責） 

正当な通報自体について責任を問うべきとは考えないが、周辺情報の収集に関しては安易に

認めるべきでないし、第三者の権利侵害については十分に留意すべき 

 EU 指令・英国法いずれも規定なし 

 通報自体に関しては、EU 指令 15 条 4 項に、本法に従って行われた外部通報は、契約や法

令違反に該当するとはみなされない、との規定がある。 

上記英国法４３G（３）（ｄ）により第三者に対する守秘義務に違反していないかは、通報の正当

性について考慮される。 

【EU 指令】 

Article 15 Measures for the protection of reporting persons against retaliation 

報復から通報者を守るための措置 

4. Persons reporting externally to competent authorities or making a public disclosure in 

accordance with this Directive shall not be considered to have breached any restriction on 

disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or 

administrative provision, and incur liability of any kind in respect of such disclosure. 

③ 守秘義務 

通報窓口担当者に秘密保持を義務付ける規定は EU にも英国法にも見当たらない。 

企業に対する秘密保持体制の整備義務を規定する （専門調査会における企業側主張のとお

り。⑥参照） 

   ※英国法 

 43J Contractual duties of confidentiality. 

(1)Any provision in an agreement to which this section applies is void in so far as it 

purports to preclude the worker from making a protected disclosure. 

(2)This section applies to any agreement between a worker and his employer (whether a 

worker’s contract or not), including an agreement to refrain from instituting or continuing 

any proceedings under this Act or any proceedings for breach of contract. 

（本法に違反する契約の無効を定めるもの） 

④ 不利益的取扱いに対する行政措置と刑事罰 

適切な執行体制の整備が行われないと場当たり的な対応が行われる可能性がある。 

濫用的通報等に対する罰則とのバランスも必要 

【EU 指令】 

-
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Article 17 Penalties 

1.Member States shall provide for effective, proportionate and dissuasive penalties 

applicable to natural or legal persons that: 

a)hinder or attempt to hinder reporting; 

b)take retaliatory measures against reporting persons; 

c)bring vexatious proceedings against reporting persons; 

d)breach the duty of maintaining the confidentiality of the identity of reporting persons. 

2.Member States shall provide for effective, proportionate and dissuasive penalties 

applicable to persons making malicious or abusive reports or disclosures, including 

measures for compensating persons who have suffered damage from malicious or abusive 

reports or disclosures. 

1 項では妨害行為、報復措置、通称者に対する不当な手続、通報者の身元の秘匿性の維持

の違反に対する効果的、比例的かつ抑止的な罰則を規定することを求めていますが、他方で2

項において、悪意のある通報、濫用的通報を行った者に適用される、そのような通報が行われ

たことにより生じた損害の補償を含む、効果的、比例的かつ抑止的な罰則を規定することも併

せて求めています。 

【英国法】 規定なし 

⑤ 立証責任の緩和 

日本においては諸外国に比して解雇は裁判上容易には認められないと認識 

通常事案によらず、一般的に正常な勤務を行っていれば解雇に正当な理由があることは使用

者に立証が求められる。法令改正を必要とする立法事実が不明。 

なお、引用の EU 指令は、通報者が不利益の原因が通報であることの合理的根拠を提示する

ことで立証責任を転換するものとしており、不利益があったことだけで転換するものではないの

ではないか。 

【EU 指令】 

Article 15 Measures for the protection of reporting persons against retaliation 

報復から通報者を守るための措置 

5. In judicial proceedings relating to a detriment suffered by the reporting person, and 

subject to him or her providing reasonable grounds to believe that the detriment was in 

retaliation for having made the report or disclosure, it shall be for the person who has 

taken the retaliatory measure to prove that the detriment was not a consequence of the 

report but was exclusively based on duly justified grounds. 

通報者が被った不利益に関する司法手続きにおいて、通報者がその不利益が通報を行っ

10 

たことに対する報復であったと信ずる合理的な根拠を提示すれば、報復的措置を取った者

が、不利益は通報を理由としたものではなく、もっぱら正当な理由に基づくものであること

を立証するものとする。 

【英国法】 規定なし 

⑥ 内部通報体制整備義務 

内部通報体制は整備することが企業にとっても望ましい。 

しかしながら、中小企業においては適切な人材の確保はなかなか難しいのではないか。 

また、経営者の制度に対する理解が重要である。 

【EU 指令】 

Article 4  

Obligation to establish internal channels and procedures for reporting and follow-up of 

reports 

内部通報窓口と通報およびフォローアップの手続を確立する義務 

1. Member States shall ensure that legal entities in the private and in the public sector 

establish internal channels and procedures for reporting and following up on reports, 

following consultations with social partners, if appropriate. 

加盟国は、民間および公共の法人が内部通報窓口と通報およびフォローアップの手続を

確立するように確保しなければならない。 

（２以下、体制整備義務法人の範囲のため、略） 

Article 5 

Procedures for internal reporting and follow-up of reports 

内部通報および通報のフォローアップ（以下、対応と訳す）手続 

1.The procedures for reporting and following-up of reports referred to in Article 4 shall 

include the following: 

a)channels for receiving the reports which are designed, set up and operated in a manner 

that ensures the confidentiality of the identity of the reporting person and prevents access 

to non-authorised staff members; 

b) the designation of a person or department competent for following up on the reports; 

c)  diligent follow up to the report by the designated person or department; 

d) a reasonable timeframe, not exceeding three months following the report, to provide 

feedback to the reporting person about the follow-up to the report; 

e)clear and easily accessible information regarding the procedures and information on 

-
7
9
-



11 

how and under what conditions reports can be made externally to competent authorities 

pursuant to Article 13(2) and, where relevant, to bodies, offices or agencies of the Union.  

通報と対応の手続は以下を含むものとする。 

a) 内部通報窓口を、通報者の身元の機密性を保証し、許可のない職員がアクセスでき

ないように設計する 

b) 通報の対応に適切な人材又は部署を指定する 

c) 対応担当者又は部署は綿密な対応を行う 

d) 合理的な対応期間： 通報から 3か月以内に対応について通報者にフィードバックす 

   る 

e) 管轄当局や連合機関に外部通報することができる方法と条件に関する手続・情報に 

   明確かつ容易にアクセスできるようにすること 

2. ３．内部通報窓口に関する詳細(略) 

【英国法】 規定なし 

⑦ 認証制度 

どの程度企業の実運用が認められるのか、まずは今後の自己宣言制度の状況を見極めたい。 

日本企業では詳細な業務運用を規定する文化が一般的でないので、本制度に関してだけ詳

細な規定を「明文化」することへの抵抗がある。 

また、他の規定等とのアンバランスということが問題となりうる。 

リーニエンシーについては英国法４３B（３）の犯罪を犯した者自身の通報は保護対象から外す

という考え方に注目したい。 

以上 

-
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公益通報制度の新次元
いよいよ実現に動き出した法改正と認証制度

による差別化 

弁護士 遠藤輝好

1

通報を裏付ける資料の収集行為

（神戸地判平成２０年１１月１０日）
本件通報は，神戸地方法務局を通報先とするものであるから，
犯罪行為として通報事実が行われたと「信ずるに足りる相当の理
由がある」場合には，公益通報者保護法による保護の対象となる
（同法３条２号）。また，何らの証拠資料もなしに公益通報を行
うことは困難な場合が多いから，公益通報のために必要な証拠書
類（またはその写し）の持出し行為も，公益通報に付随する行為
として，同法による保護の対象となると解される。すなわち，被
告は，本件持出し自体をとらえて，服務規律違反その他の非違行
為であるとして，解雇その他の不利益取扱いを行うことができな
い。

2
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１号通報、２号通報、３号通報の保護要件の相違3

通報先 不正の目的
でないこと 真実相当性 特定事由

１号通報：事業者内部 ○ × ×

２号通報：行政機関 ○ ○ ×

３号通報：事業者外部 ○ ○ ○

「真実相当性」（２号通報）要件の緩和案

Ａ案）真実相当性の削除
Ｂ案）「疑うに足りる相当の理由」への緩和
Ｃ案）通報対象事実の存在を重過失なく信じた場合に

保護
Ｄ案）公益通報者保護法第３条第３号イないしニに

よる代替
Ｅ案）通報対象事実を直接知覚・体験した場合に保護

4
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「真実相当性」（２号通報）要件の緩和

・「行為規範」と「制度間競争」

・「通報者の具体的供述（主観的資料）はあるが、
客観的資料を欠く場合」がポイント

5

「真実相当性」要件の緩和

【ケース】
Ａ社（電子部品メーカー）従業員（物流センター
所属）Ｘは、受入れ時に各製造拠点で貼付された
テーピングラベルに示された製造拠点とシステム
により出力された出荷ラベルのうち製造拠点等を
示す部分のロット番号が一致しないことに気づい
たが、各製品に出荷ラベルを貼付して配送業者に
製品を引き渡して出荷していた。

私はＢ案が適切であると考える。

6
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Ｗ認証（ＷＣＭＳ認証）とは

・Whistleblowing Compliance Management System認証

・自己適合宣言制度
事業者自らが自身の内部通報制度を審査した結果を

登録する制度【いよいよスタート！】

・第三者認証制度
中立公正な第三者機関が事業者の内部通報制度を審

査・認証する制度【３１年度以降に導入予定】

7

自己適合宣言に向けて

【重要】詳しくは指定登録機関「公益社団法人商事
法務研究会」内部通報制度認証ウェブページで確認

・２月登録申請スタート！
・登録の手順の概要 ※補正
・Ｗマークの使用について

8

-84-



何を適合宣言するのか？（審査基準）

・審査項目
３８の審査項目

・必須項目（２５項目）

・任意項目（１３項目）
１３項目のうち６項目について適合していること

9

何を適合宣言するのか？（審査基準）

・Ｗ認証のコンセプト：
ＰＤＣＡサイクルによる実効性の確保

・自己適合宣言においても、Ｐ（制度整備）及び
Ｄ（実施）について、それぞれ「取組内容」及び
「取組内容の裏付け」とともに記載して申請する
ことが必要

10
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日本版司法取引制度11

ご清聴ありがとうございました。

遠藤輝好法律事務所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1－7－12 巌松堂ビル9階
TEL：03-3518-9951   FAX：03-3518-9952
E-mail: endo@eklo.jp
弁護士 遠 藤 輝 好

12
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平成十六年法律第百二十二号

公益通報者保護法

（目的）

第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに

公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保

護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵

守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者（労働基準法（昭和二十二年法律第四

十九号）第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。）が、不正の利益を得る目的、他人に

損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先（次のいずれかに掲げる事業

者（法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）又は当

該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労

務提供先があらかじめ定めた者（以下「労務提供先等」という。）、当該通報対象事実につい

て処分（命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。）若しくは勧告

等（勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。）をする権限を有する行政機関又

はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡

大を防止するために必要であると認められる者（当該通報対象事実により被害を受け又は

受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがある者を除く。次条第三号において同じ。）に通報することをいう。

一 当該労働者を自ら使用する事業者（次号に掲げる事業者を除く。）

二 当該労働者が派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。）

第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。）である場合において、当該派遣労

働者に係る労働者派遣（同条第一号に規定する労働者派遣をいう。第五条第二項において同

じ。）の役務の提供を受ける事業者

三 前二号に掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う

場合において、当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者

２ この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした労働者をいう。

３ この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。

一 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その

他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの

（これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。）に規定する罪の犯罪行為の事実

二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合

における当該処分の理由とされている事実（当該処分の理由とされている事実が同表に掲

げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合におけ

る当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。）

４ この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 内閣府、宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項若しく

は第二項に規定する機関、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に

規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置か

れる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた

職員

二 地方公共団体の機関（議会を除く。）

（解雇の無効）

第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報

をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。

一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該労務提供

先等に対する公益通報

二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が

ある場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対す

る公益通報

三 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が

あり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報すること

がその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対す

る公益通報

イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足り

る相当の理由がある場合

ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、

又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求され

た場合

ニ 書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録を含む。第九条において同じ。）により第一号に定める公益通報をした日か

ら二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の

通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合

ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足

りる相当の理由がある場合

（労働者派遣契約の解除の無効）

第四条 第二条第一項第二号に掲げる事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者である

公益通報者が前条各号に定める公益通報をしたことを理由として同項第二号に掲げる事業
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者が行った労働者派遣契約（労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約を

いう。）の解除は、無効とする。

（不利益取扱いの禁止）

第五条 第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に掲げる事業者は、その使用し、

又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当

該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

２ 前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に掲げる事業者は、その指揮命令の下

に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由

として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労

働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。

（解釈規定）

第六条 前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派

遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令（法律及び法

律に基づく命令をいう。第十条第一項において同じ。）の規定の適用を妨げるものではない。

２ 第三条の規定は、労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）第十六条の規定の適用を

妨げるものではない。

３ 前条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるもので

はない。

（一般職の国家公務員等に対する取扱い）

第七条 第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判

所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会職

員法（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員、自衛隊法（昭和二十九年法

律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員（以下この条におい

て「一般職の国家公務員等」という。）に対する免職その他不利益な取扱いの禁止について

は、第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十

号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。）、国会職員法、自衛隊法及び地方

公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）の定めるところによる。この場合において、

一般職の国家公務員等の任命権者その他の第二条第一項第一号に掲げる事業者は、第三条

各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他

不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。

（他人の正当な利益等の尊重）

第八条 第三条各号に定める公益通報をする労働者は、他人の正当な利益又は公共の利益

を害することのないよう努めなければならない。

（是正措置等の通知）

第九条 書面により公益通報者から第三条第一号に定める公益通報をされた事業者は、当

該公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとったとき

はその旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対

し、遅滞なく、通知するよう努めなければならない。

（行政機関がとるべき措置）

第十条 公益通報者から第三条第二号に定める公益通報をされた行政機関は、必要な調査

を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他

適当な措置をとらなければならない。

２ 前項の公益通報が第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合にお

ける当該犯罪の捜査及び公訴については、前項の規定にかかわらず、刑事訴訟法（昭和二十

三年法律第百三十一号）の定めるところによる。

（教示）

第十一条 前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分

又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公

益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を

有する行政機関を教示しなければならない。

附 則

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行し、この法律の施行後にされた公益通報について適用する。

（検討）

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 （平成一八年六月一四日法律第六六号） 抄

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則 （平成一九年一二月五日法律第一二八号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附 則 （平成二四年四月六日法律第二七号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附 則 （平成二五年六月二八日法律第七〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附 則 （平成二九年六月二三日法律第七〇号） 抄
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（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。
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